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－ １３－  －   ８ 

項番 項目 
属性 

（※Ｚ） 
ﾊ゙ ｲﾄ数 内容 

必須入力※１ 
備考 

新規 変更 終了 

１７３ 就労定着支援利用者数 コード値 2 
就労定着支援利用者数を

コードで設定 
◎ ◎ ◎ 

※５、※４９ 

※６１ 

１７４ 
地域生活支援拠点等区

分 
コード値 1 

地域生活支援拠点等区分

をコードで設定 
◎ ◎ ◎ 

1:非該当 

2:該当 

※５、※４９ 

１７５ 
福祉・介護職員等特定処

遇改善加算の有無 
コード値 1 

福祉・介護職員等特定処

遇改善加算の有無をコー

ドで設定 

◎ ◎ ◎ 

1:無し 

2:有り 

※５、※６５ 

１７６ 
福祉・介護職員等特定処

遇改善加算区分 
コード値 1 

福祉・介護職員等特定処

遇改善加算区分をコード

で設定 

○ ○ ○ 

1:Ⅰ 

2:Ⅱ 

※５、※９ 

※６５、※６６ 

１７７ 事業変更年月日 コード値 8 

事業変更年月日（西暦年

月 日 (YYYYMMDD) ） を 設

定する 

 ◎  
※Ｙ 

※６５ 

※１：必須入力 ◎：必須、○：パターン毎に必須、△：任意設定、空白：不要 

※２：同一事業所番号、同一サービス種類において複数の指定基準での登録がある場合には、サービス

種類毎に「000」～「999」までの番号を指定して登録する。 

 （対象サービス種類 ： 療養介護、生活介護、施設入所支援、共同生活介護（異動年月日の年月が

平成 26 年 3 月以前の場合）、共同生活援助、児童デイサービス（異動年月日の年月が平成 24 年 3

月以前の場合）、特定旧法指定施設（異動年月日の年月が平成 24 年 3 月以前の場合）、宿泊型自

立訓練（異動年月日の年月が平成 30 年 4 月以降の場合）、短期入所（異動年月日の年月が平成 30

年 4 月以降の場合）、自立訓練（機能訓練）（異動年月日の年月が平成 30 年 4 月以降の場合）、自

立訓練（生活訓練）（異動年月日の年月が平成 30 年 4 月以降の場合）） 

   また、上記以外については「000」を登録する。 

※３：当該サービスに関わる事業所を登録した市町村のコードを設定する。 

※４：指定年月日を設定する。 

※５：サービス種類等により体制の無い加算については“0”または“NULL”を設定する。 それ以外の値が

設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※６：異動年月日の年月が平成 21 年 3 月以前の場合設定可とし、平成 21 年 4 月以降の情報に設定した

場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※７：異動年月日の年月が平成 21 年 3 月以前の場合、“0”または“NULL”を設定する。 それ以外の値が

設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※８：異動年月日の年月が平成 21 年 3 月以前の場合、「1:無し」、または「2:有り」を設定する。 

異動年月日の年月が平成 21 年 4 月以降、平成 27 年 3 月以前の場合、「1:無し」、「3:Ⅰ」、または「4:

Ⅱ」を設定する。 

異動年月日の年月が平成 27 年 4 月以降の場合、「1: 無し」、「3:Ⅱ」、「4:Ⅲ」、または「5:Ⅰ」を設定す

る。 

 



－ １３－  －   １４ 

※３６：異動年月日の年月が令和１年9月以前の場合、「福祉・介護職員処遇改善加算の有無」、または

「福祉・介護職員処遇改善特別加算の有無」が「2:有り」の場合にのみ設定する。 

異動年月日の年月が令和１年10月以降の場合、「福祉・介護職員処遇改善加算の有無」、「福祉・

介護職員処遇改善特別加算の有無」、または「福祉・介護職員等特定処遇改善加算の有無」が「2:

有り」の場合にのみ設定する。 

※３７：共同生活援助事業所にて短期入所を実施する場合、異動年月日の年月が平成26年4月以降、平

成30年3月以前の場合、「1:介護サービス包括型」、または「2:外部サービス利用型」をコードで設定

する。異動年月日の年月が平成30年4月以降の場合、「1:介護サービス包括型」、「2:外部サービス

利用型」、または「3:日中サービス支援型」をコードで設定する。 

※３８：生活介護について、障害児施設から移行し、経過措置により事業者指定を受けた障害者支援施設

の場合、「1:無し」、または「1:非該当」を設定する。 

※３９：異動年月日の年月が平成27年3月以前の場合、「1:無し」、または「2:有り」を設定する。 

異動年月日の年月が平成27年4月以降の場合、「1:無し」、「3:Ⅰ」、または「4:Ⅱ」を設定する。 

ただし、短期入所については「1:無し」、または「2:有り」を設定する。 

※４０：施設入所支援、共同生活援助及び宿泊型自立訓練について、異動年月日の年月が平成27年3月

以前の場合、“0”、または“NULL”を設定する。それ以外の値が設定された場合はエラーとし台帳

への登録は行わない。 

※４１：異動年月日の年月が平成27年3月以前の場合、「重度障害者支援体制の有無」と読み替えて使用

する。 

異動年月日の年月が平成27年4月以降の場合、「重度障害者支援職員配置の有無」と読み替えて

使用する。 

※４２：「5：Ⅳ」は、居宅介護、行動援護及び同行援護について、異動年月日の年月が平成27年4月以降

の場合、設定可とする。 

※４３：計画相談支援について、異動年月日の年月が平成27年3月以前の場合、“0”、または“NULL”を設

定する。それ以外の値が設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

異動年月日の年月が平成27年4月以降、平成30年3月以前の場合、「1:無し」、「2:有り」を設定す

る。 

※４４：共同生活援助について、異動年月日の年月が平成26年3月以前の場合、“0”、または“NULL”を設

定する。それ以外の値が設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

宿泊型自立訓練について、異動年月日の年月が平成27年3月以前の場合、“0”、または“NULL”を

設定する。それ以外の値が設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※４５：異動年月日の年月が平成26年4月以降、平成27年3月以前の場合、「1:無し」、「2:Ⅰ」、「3:Ⅱ」、ま

たは「4:Ⅲ」を設定する。 

異動年月日の年月が平成27年4月以降の場合、「1:無し」、「2:Ⅰ」、「3:Ⅱ」、「4:Ⅲ」、「5:Ⅰ・Ⅱ」、「6:

Ⅰ・Ⅲ」、「7:Ⅱ・Ⅲ」、または「8:Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」を設定する。 

※４６：共同生活援助の4人以下の夜間支援等体制加算対象利用者数について、異動年月日の年月が平

成27年3月以前の場合、「01:4人以下」を設定する。異動年月日の年月が平成27年4月以降の場合、

「01:4人」、「10:2人以下」、または「11:3人」を設定する。 



－ １３－  －   １６ 

※５７：就労移行支援及び就労移行支援（養成）について、平成30年度報酬改定の基本報酬体系適用後

の新規事業所及び指定を受けた日から2年未満の既存事業所の場合、「08:無し（経過措置対象）」

を設定する。 

また、指定を受けた日から2年目の事業所において、前年度、または指定を受けた日から1年間の

就労定着者の割合が4割以上となる場合は、前年度、または指定を受けた日から1年間の実績に

応じた区分を設定する。 

就労継続支援Ａ型について、指定を受けた日から6月未満の事業所の場合、「08:無し（経過措置対

象）」を設定する。 

また、指定を受けた日から6月以上1年未満の事業所の場合、「08:無し（経過措置対象）」、または

指定を受けた日から6月間における実績に応じた区分（雇用契約を締結していた利用者の1日の平

均労働時間が４時間以上となる場合）を設定する。指定を受けた日から6月以上1年未満の事業所

であって年度をまたぐ場合には、直近の6月間（前年度の10月から３月まで）の実績に応じた区分

（雇用契約を締結していた利用者の1日の平均労働時間が４時間以上となる場合）を設定する。 

就労継続支援Ｂ型について、指定を受けた日から6月未満の事業所の場合、「08:無し（経過措置

対象）」を設定する。 

また、指定を受けた日から6月以上1年未満の事業所の場合、「08:無し（経過措置対象）」、または

指定を受けた日から6月間における実績に応じた区分（平均工賃月額が1万円以上となる場合）を

設定する。指定を受けた日から6月以上1年未満の事業所であって年度をまたぐ場合には直近の6

月間（前年度の10月から3月まで）の実績に応じた区分（平均工賃月額が1万円以上となる場合）を

設定する。 

※５８：「平均労働時間区分」には以下の内容をコードで設定する。 
   01:１日の平均労働時間が７時間以上 

   02:１日の平均労働時間が６時間以上７時間未満 

   03:１日の平均労働時間が５時間以上６時間未満  

   04:１日の平均労働時間が４時間以上５時間未満 

   05:１日の平均労働時間が３時間以上４時間未満  

   06:１日の平均労働時間が２時間以上３時間未満 

   07:１日の平均労働時間が２時間未満 

   08:無し（経過措置対象）  

※５９：「平均工賃月額区分」には以下の内容をコードで設定する。 

   01:平均工賃月額が４万５千円以上 

   02:平均工賃月額が３万円以上４万５千円未満 

   03:平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満 

   04:平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満 

   05:平均工賃月額が１万円以上２万円未満 

   06:平均工賃月額が５千円以上１万円未満 

   07:平均工賃月額が５千円未満 

   08:無し（経過措置対象） 



－ １３－  －   １７ 

※６０：適用開始年月日には、平成30年4月1日（20180401）以降の値を設定する。 

※６１：「就労定着支援利用者数」には以下の内容をコードで設定する。 

   01:利用者数が２０人以下 

   02:利用者数が２１人以上４０人以下 

   03:利用者数が４１人以上 

※６２：居宅介護及び重度訪問介護の場合、設定しない。 

生活介護、自立訓練（機能訓練）及び自立訓練（生活訓練）の場合、「サービス管理責任者配置等

の有無」と読み替えて使用する。 

短期入所の場合、「福祉専門職員配置等の有無」と読み替えて使用する。 

※６３：短期入所について、異動年月日の年月が平成30年3月以前の場合、“0”、または“NULL”を設定す

る。それ以外の値が設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

また、異動年月日の年月が平成30年4月以降の場合、短期入所（空床型）の事業所においては、

「指定障害者支援施設等の居室のベッド数」を利用定員数として設定する。 

※６４：基準該当事業所の場合、「1:非該当」を設定する。 

※６５：異動年月日の年月が令和1年9月以前の場合、“0”または“NULL”を設定する。それ以外の値が設

定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※６６：重度包括及び施設入所支援（障害児施設から移行し、経過措置により事業者指定を受けた障害

者支援施設を除く）の場合、設定しない。 

障害者支援施設における日中活動系サービスの場合、加算率の区分が無いものの便宜上「1:Ⅰ」

を設定する。 

また、短期入所について、併設型・空床利用型を指定共同生活援助事業所（外部サービス利用型

指定共同生活援助及び日中サービス支援型指定共同生活援助を含む）、または指定宿泊型自立

訓練事業所以外において行った場合、若しくは単独型事業所において行った場合、加算率の区分

が無いものの便宜上「1:Ⅰ」を設定する。 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 都道府県編 Ⅰ．障害福祉サービス等 １．２ インタフェース一覧」参照。 

※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 



－ １４ －  

【 異動年月日の年月が令和 1 年 10 月以降の場合 】                                                         

サービス種類 施設等の区分 人員配置区分 障害児施設区分 

定
員
区
分 

送
迎
加
算 

利
用
定
員
数 

旧
法
施
設
定
員
数 

新
事
業
移
行
施
設
区
分 

栄
養
士
配
置
加
算
の
基
準 

看
護
職
員
配
置
加
算
の
有
無 

強
度
行
動
障
害
者
特
別
支
援
加
算 

経
過
的
居
宅
介
護
利
用
型
区
分 

視
覚
・
聴
覚
言
語
障
害
者
支
援 

体
制
加
算 

自
活
訓
練
加
算
（
Ⅰ
） 

自
活
訓
練
加
算
（
Ⅱ
） 

重
度
障
害
者
支
援
加
算 

重
度
障
害
者
支
援
（
体
制
）
加
算
Ⅰ 

（
基
本
） 

重
度
障
害
者
支
援
（
体
制
）
加
算
Ⅰ 

（
重
度
） 

重
度
障
害
者
支
援
加
算
Ⅱ 

重
度
重
複
障
害
者
加
算 

就
労
移
行
支
援
体
制
加
算 

小
規
模
事
業
加
算 

常
勤
医
師
加
算 

食
事
提
供
体
制
加
算 

訪
問
訓
練 

自
立
生
活
支
援
加
算 

神
経
内
科
医
加
算 

精
神
障
害
者
退
院
支
援
施
設
加
算 

短
期
滞
在
加
算 

目
標
工
賃
達
成
加
算 

共
同
生
活
介
護
夜
間
支
援
体
制
加
算 

（
Ⅰ
） 

11： 居宅介護                                                               

12： 重度訪問介護                                                               

13： 行動援護                                                               

14： 重度包括                                                               

15： 同行援護                                                               

21： 療養介護   
01 Ⅰ型 02 Ⅱ型 03 Ⅲ型 

  ○   ○ ○                                                 
04 Ⅳ型 05 Ⅴ型 

22： 生活介護 

1 一般 01 Ⅰ型 02 Ⅱ型 03 Ⅲ型 01 知的障害の場合 

○ ○ ○ ○   ○ ○ ○   ○ ○ ○      ○   ○    ○               

2 小規模多機能 04 Ⅳ型 05 Ⅴ型 06 Ⅵ型 02 自閉症の場合 

3 当該施設が単独施設 07 Ⅶ型 08 Ⅷ型 09 Ⅸ型 03 盲の場合 

4 当該施設に併設する施設 10 Ⅹ型 04 ろうあの場合 

   が主たる施設   05 肢体不自由の場合 

5 当該施設が主たる施設     

24： 短期入所 
1 福祉型 

2 医療型 

3 福祉型（強化） 

      ○ ○     ○                             ○               

32： 施設入所支援 

1 当該施設が単独施設 

  

01 知的障害の場合 

○   ○ ○   ○ ○ ○   ○ ○ ○   ○ ○ ○                         

2 当該施設に併設する施設 02 自閉症の場合 

  が主たる施設 03 盲の場合 

3 当該施設が主たる施設 04 ろうあの場合 

  05 肢体不自由の場合 

33： 共同生活援助 

1 介護サービス包括型 

2 外部サービス利用型 

3 日中サービス支援型 

 

 

01 Ⅲ型 02 Ⅳ型 03 Ⅰ型 

      ○ ○     ○ ○   ○     ○                               
04 Ⅱ型 

11 日中支援Ⅰ型 

12 日中支援Ⅱ型 

13 日中支援Ⅲ型 

34： 宿泊型自立訓練                   ○ ○   ○                     ○               

35： 自立生活援助   
01 30:1 未満 

                                                          
02 30:1 以上 

41： 自立訓練（機能訓練）       ○ ○ ○ ○           ○               ○     ○ ○             

42： 自立訓練（生活訓練）       ○ ○ ○ ○     ○     ○               ○     ○ ○     ○ ○     

43： 就労移行支援       ○ ○ ○ ○           ○                     ○       ○       

44： 
就労移行支援 

    
  

○ ○ ○ ○           ○                     ○               
（養成施設）   

45： 就労継続支援（Ａ型）   
01 Ⅰ型（7.5：1）   

○ ○ ○ ○           ○               ○     ○               
02 Ⅱ型（10：1）   

46： 就労継続支援（Ｂ型）   
01 Ⅰ型（7.5：1）   

○ ○ ○ ○           ○               ○     ○              
02 Ⅱ型（10：1）   

47： 就労定着支援                                                               

52： 計画相談支援                                                               

53： 地域移行支援 1 Ⅰ  2 Ⅱ                                                             

54： 地域定着支援                                                               



－ １４－１ －  

 
【 異動年月日の年月が令和 1 年 10 月以降の場合 】                                                         

サービス種類 施設等の区分 人員配置区分 障害児施設区分 

夜
間
支
援
体
制
加
算
（
小
規
模
事
業
所
） 

大
規
模
住
居
等
減
算 

利
用
定
員
超
過
に
よ
る
減
算 

職
員
欠
如
に
よ
る
減
算 

標
準
利
用
期
間
超
過
減
算 

利
用
日
数
特
例
届
出
有
無 

就
労
継
続
Ａ
型
事
業
者
負
担
減
免
有
無 

事
業
運
営
安
定
化
事
業
助
成
の
有
無 

保
障
単
位
数
（
事
業
運
営
安
定
化
） 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
加
算 

福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算 

地
域
生
活
移
行
個
別
支
援
特
別
加
算 

特
定
事
業
所
加
算
区
分 

相
談
支
援
特
定
事
業
所
加
算 

指
導
員
加
配
加
算 

通
勤
者
生
活
支
援
加
算 

就
労
移
行
支
援
体
制
加
算
区
分 

就
労
支
援
関
係
研
修
修
了
加
算 

目
標
工
賃
達
成
指
導
員
配
置
加
算 

単
独
型
加
算 

小
規
模
定
員
加
算 

共
同
生
活
援
助
夜
間
防
災
・
緊
急
時 

支
援
体
制
加
算
（
Ⅰ
） 

重
度
者
支
援
体
制
加
算 

人
員
配
置
体
制
加
算 

夜
勤
職
員
配
置
体
制
加
算 

地
域
移
行
支
援
体
制
強
化
加
算 

視
覚
障
害
者
専
門
職
員
配
置 

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算 

の
有
無 

11： 居宅介護                               ○                             ○ 

12： 重度訪問介護                               ○                             ○ 

13： 行動援護                               ○                             ○ 

14： 重度包括                                                             ○ 

15： 同行援護                               ○                             ○ 

21： 療養介護   
01 Ⅰ型 02 Ⅱ型 03 Ⅲ型 

      ○ ○             ○                         ○       ○ 
04 Ⅳ型 05 Ⅴ型 

22： 生活介護 

1 一般 01 Ⅰ型 02 Ⅱ型 03 Ⅲ型 01 知的障害の場合 

  ○ ○ ○   ○       ○ ○                         ○       ○ 

2 小規模多機能 04 Ⅳ型 05 Ⅴ型 06 Ⅵ型 02 自閉症の場合 

3 当該施設が単独施設 07 Ⅶ型 08 Ⅷ型 09 Ⅸ型 03 盲の場合 

4 当該施設に併設する施設 10 Ⅹ型 04 ろうあの場合 

   が主たる施設   05 肢体不自由の場合 

5 当該施設が主たる施設     

24： 短期入所 

1 福祉型 

2 医療型 

3 福祉型（強化） 

        ○ ○                               ○               ○ 

32： 施設入所支援 

1 当該施設が単独施設 

  

01 知的障害の場合 

    ○ ○             ○ ○                         ○     ○ 

2 当該施設に併設する施設 02 自閉症の場合 

  が主たる施設 03 盲の場合 

3 当該施設が主たる施設 04 ろうあの場合 

  05 肢体不自由の場合 

33： 共同生活援助 

1 介護サービス包括型 

2 外部サービス利用型 

3 日中サービス支援型 

 

 

01 Ⅲ型 02 Ⅳ型 03 Ⅰ型 

    ○   ○             ○ ○       ○                       ○ 
04 Ⅱ型 

11 日中支援Ⅰ型 

12 日中支援Ⅱ型 

13 日中支援Ⅲ型 

34： 宿泊型自立訓練           ○ ○             ○ ○       ○                   ○   ○ 

35： 自立生活援助   
01 30:1 未満 

          ○           ○                                   
02 30:1 以上 

41： 自立訓練（機能訓練）           ○ ○ ○ ○       ○ ○                               ○ ○ 

42： 自立訓練（生活訓練）           ○ ○ ○ ○         ○                               ○ ○ 

43： 就労移行支援           ○ ○ ○ ○         ○             ○                   ○ 

44： 
就労移行支援 

    
  

    ○ ○ ○ ○         ○             ○                   ○ 
（養成施設）   

45： 就労継続支援（Ａ型）   
01 Ⅰ型（7.5：1）   

    ○ ○   ○ ○       ○                       ○         ○ 
02 Ⅱ型（10：1）   

46： 就労継続支援（Ｂ型）   
01 Ⅰ型（7.5：1）   

    ○ ○   ○         ○               ○       ○         ○ 
02 Ⅱ型（10：1）   

47： 就労定着支援             ○                                                 

52： 計画相談支援                                ○                             

53： 地域移行支援 1 Ⅰ  2 Ⅱ                                                             

54： 地域定着支援                                                               



－ １４－２ －  

【 異動年月日の年月が令和 1 年 10 月以降の場合 】                                                             

サービス種類 施設等の区分 人員配置区分 障害児施設区分 

主
た
る
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
種
類
コ
ー
ド
１ 

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算 

キ
ャ
リ
ア
パ
ス
区
分 

多
機
能
型
等
定
員
区
分
（
加
算
） 

移
行
時
運
営
安
定
化
事
業
助
成
の
有
無 

保
障
単
位
数
（
移
行
時
運
営
安
定
化
） 

み
な
し
指
定
の
有
無 

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
特
別
加
算 

の
有
無 

緊
急
短
期
入
所
体
制
確
保
加
算
の
有
無 

栄
養
士
配
置
減
算
の
有
無 

就
労
移
行
・
定
着
実
績
区
分 

宿
泊
型
自
立
訓
練
夜
間
防
災
・
緊
急
時 

支
援
体
制
加
算
（
Ⅰ
）
の
有
無 

職
業
指
導
員
体
制
の
有
無 

重
度
知
的
障
害
児
収
容
棟
設
置
の
有
無 

肢
体
不
自
由
児
施
設
重
度
病
棟
設
置 

の
有
無 

心
理
担
当
職
員
配
置
加
算
の
有
無 

小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
加
算
の
有
無 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
専
任
加
算 

の
有
無 

障
害
児
施
設
区
分 

送
迎
加
算
（
重
度
） 

主
た
る
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
種
類
コ
ー
ド
２ 

延
長
支
援
加
算
の
有
無 

移
行
準
備
支
援
体
制
加
算
（
Ⅰ
）
の
有
無 

移
行
準
備
支
援
体
制
加
算
（
Ⅱ
）
の
有
無 

共
同
生
活
介
護
夜
間
支
援
体
制
加
算

（
Ⅱ
）
の
有
無 

共
同
生
活
援
助
夜
間
防
災
・
緊
急
時 

支
援
体
制
加
算
（
Ⅱ
）
の
有
無 

宿
泊
型
自
立
訓
練
夜
間
防
災
・
緊
急
時 

支
援
体
制
加
算
（
Ⅱ
）
の
有
無 

夜
間
支
援
等
体
制
加
算
区
分 

主
た
る
事
業
所
施
設
区
分 

配
置
医
減
算
の
有
無 

医
療
連
携
体
制
加
算
（
Ⅴ
）
の
有
無 

11： 居宅介護         ○         ○                                               

12： 重度訪問介護         ○         ○                                               

13： 行動援護         ○         ○                                               

14： 重度包括         ○         ○                                               

15： 同行援護         ○         ○                                               

21： 療養介護   
01 Ⅰ型 02 Ⅱ型 03 Ⅲ型 

    ○       ○ ○                                               
04 Ⅳ型 05 Ⅴ型 

22： 生活介護 

1 一般 01 Ⅰ型 02 Ⅱ型 03 Ⅲ型 01 知的障害の場合 

○ ○ ○     ○ ○         ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○   ○               ○   

2 小規模多機能 04 Ⅳ型 05 Ⅴ型 06 Ⅵ型 02 自閉症の場合 

3 当該施設が単独施設 07 Ⅶ型 08 Ⅷ型 09 Ⅸ型 03 盲の場合 

4 当該施設に併設する施設 10 Ⅹ型 04 ろうあの場合 

   が主たる施設   05 肢体不自由の場合 

5 当該施設が主たる施設     

24： 短期入所 
1 福祉型 

2 医療型 

3 福祉型（強化） 

    ○ ○         ○                                         ○   ○ 

32： 施設入所支援 

1 当該施設が単独施設 

  

01 知的障害の場合 

  ○ ○     ○ ○   ○     ○ ○ ○ ○ ○  ○                         

2 当該施設に併設する施設 02 自閉症の場合 

  が主たる施設 03 盲の場合 

3 当該施設が主たる施設 04 ろうあの場合 

  05 肢体不自由の場合 

33： 共同生活援助 

1 介護サービス包括型 

2 外部サービス利用型 

3 日中サービス支援型 

 

 

01 Ⅲ型 02 Ⅳ型 03 Ⅰ型 

    ○       ○ ○                                       ○     ○ 
04 Ⅱ型 

11 日中支援Ⅰ型 

12 日中支援Ⅱ型 

13 日中支援Ⅲ型 

34： 宿泊型自立訓練         ○         ○                                       ○       

35： 自立生活援助   
01 30:1 未満 

                                                              
02 30:1 以上 

41： 自立訓練（機能訓練）       ○ ○ ○       ○                                               

42： 自立訓練（生活訓練）       ○ ○ ○       ○                                               

43： 就労移行支援       ○ ○         ○                            ○                 

44： 
就労移行支援 

    
  

○ ○         ○                            ○                 
（養成施設）   

45： 就労継続支援（Ａ型）   
01 Ⅰ型（7.5：1）   

○ ○ ○       ○                                               
02 Ⅱ型（10：1）   

46： 就労継続支援（Ｂ型）   
01 Ⅰ型（7.5：1）   

○ ○ ○       ○                                               
02 Ⅱ型（10：1）   

47： 就労定着支援                                                                   

52： 計画相談支援                                                                   

53： 地域移行支援 1 Ⅰ  2 Ⅱ               ○                                                 

54： 地域定着支援                 ○                                                  



－ １４－３ －  

 
【 異動年月日の年月が令和 1 年 10 月以降の場合 】                                                       

サービス種類 施設等の区分 人員配置区分 障害児施設区分 

開
所
時
間
減
算
の
有
無 

重
度
障
害
者
（
児
）
支
援
加
算 

（
強
度
行
動
障
害
）
の
有
無 

就
労
定
着
支
援
体
制
加
算
区
分 

（
６
月
以
上
１
２
月
未
満
） 

就
労
定
着
支
援
体
制
加
算
区
分 

（
１
２
月
以
上
２
４
月
未
満
） 

就
労
定
着
支
援
体
制
加
算
区
分 

（
２
４
月
以
上
３
６
月
未
満
） 

常
勤
看
護
職
員
等
配
置
加
算
の
有
無 

指
定
管
理
者
制
度
適
用
区
分 

就
労
定
着
率
区
分 

就
労
定
着
実
績 

共
生
型
サ
ー
ビ
ス
対
象
区
分 

短
時
間
利
用
減
算
の
有
無 

医
療
的
ケ
ア
対
応
支
援
加
算
の
有
無 

重
度
児
者
対
応
支
援
加
算
の
有
無 

大
規
模
減
算
の
有
無 

精
神
障
害
者
地
域
移
行
特
別
加
算 

の
有
無 

夜
勤
職
員
加
配
加
算
の
有
無 

個
別
計
画
訓
練
支
援
加
算
の
有
無 

賃
金
向
上
達
成
指
導
員
配
置
加
算
の
有

無 平
均
労
働
時
間
区
分 

平
均
工
賃
月
額
区
分 

行
動
障
害
支
援
体
制
加
算
の
有
無 

要
医
療
児
者
支
援
体
制
加
算
の
有
無 

精
神
障
害
者
支
援
体
制
加
算
の
有
無 

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
相
談
強
化
加
算 

の
有
無 

地
域
体
制
強
化
共
同
支
援
加
算
の
有
無 

社
会
生
活
支
援
特
別
加
算
の
有
無 

職
場
適
応
援
助
者
養
成
研
修
修
了
者
配

置
体
制
加
算
の
有
無 

 

11： 居宅介護                         ○                                   

12： 重度訪問介護                         ○                                   

13： 行動援護                                                             

14： 重度包括                                                             

15： 同行援護                                                             

21： 療養介護   
01 Ⅰ型 02 Ⅱ型 03 Ⅲ型 

              ○                                         
04 Ⅳ型 05 Ⅴ型 

22： 生活介護 

1 一般 01 Ⅰ型 02 Ⅱ型 03 Ⅲ型 01 知的障害の場合 

○ ○       ○ ○     ○ ○                                 

2 小規模多機能 04 Ⅳ型 05 Ⅴ型 06 Ⅵ型 02 自閉症の場合 

3 当該施設が単独施設 07 Ⅶ型 08 Ⅷ型 09 Ⅸ型 03 盲の場合 

4 当該施設に併設する施設 10 Ⅹ型 04 ろうあの場合 

   が主たる施設   05 肢体不自由の場合 

5 当該施設が主たる施設     

24： 短期入所 

1 福祉型 

2 医療型 

3 福祉型（強化） 

      ○       ○ ○     ○       ○                           

32： 施設入所支援 

1 当該施設が単独施設 

  

01 知的障害の場合 

  ○         ○                                         

2 当該施設に併設する施設 02 自閉症の場合 

  が主たる施設 03 盲の場合 

3 当該施設が主たる施設 04 ろうあの場合 

  05 肢体不自由の場合 

33： 共同生活援助 

1 介護サービス包括型 

2 外部サービス利用型 

3 日中サービス支援型 

 

 

01 Ⅲ型 02 Ⅳ型 03 Ⅰ型 

              ○               ○ ○                       
04 Ⅱ型 

11 日中支援Ⅰ型 

12 日中支援Ⅱ型 

13 日中支援Ⅲ型 

34： 宿泊型自立訓練                   ○               ○                         

35： 自立生活援助   
01 30:1 未満 

                                                         
02 30:1 以上 

41： 自立訓練（機能訓練）                   ○     ○                               ○   

42： 自立訓練（生活訓練）                   ○     ○             ○                 ○   

43： 就労移行支援                ○ ○                                   ○   

44： 
就労移行支援 

    
  

         ○ ○                                   ○   
（養成施設）   

45： 就労継続支援（Ａ型）   
01 Ⅰ型（7.5：1）   

            ○                     ○ ○            ○   
02 Ⅱ型（10：1）   

46： 就労継続支援（Ｂ型）   
01 Ⅰ型（7.5：1）   

            ○                         ○           ○   
02 Ⅱ型（10：1）   

47： 就労定着支援                     ○ ○                                   ○  

52： 計画相談支援                                               ○ ○ ○         

53： 地域移行支援 1 Ⅰ  2 Ⅱ                                                           

54： 地域定着支援                                                             



－ １４－４ －  

【 異動年月日の年月が令和 1 年 10 月以降の場合 】         

サービス種類 施設等の区分 人員配置区分 障害児施設区分 

児
童
指
導
員
等
加
配
加
算
の
有
無 

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
欠
如
減
算 

就
労
定
着
支
援
利
用
者
数 

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
区
分 

福
祉
・
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善 

加
算
の
有
無 

11： 居宅介護            ○ ○ 

12： 重度訪問介護            ○ ○ 

13： 行動援護            ○ ○ 

14： 重度包括            ○ ○ 

15： 同行援護            ○ ○ 

21： 療養介護   
01 Ⅰ型 02 Ⅱ型 03 Ⅲ型 

    ○  ○ ○ 
04 Ⅳ型 05 Ⅴ型 

22： 生活介護 

1 一般 01 Ⅰ型 02 Ⅱ型 03 Ⅲ型 01 知的障害の場合 

○ ○  ○ ○ 

2 小規模多機能 04 Ⅳ型 05 Ⅴ型 06 Ⅵ型 02 自閉症の場合 

3 当該施設が単独施設 07 Ⅶ型 08 Ⅷ型 09 Ⅸ型 03 盲の場合 

4 当該施設に併設する施設 10 Ⅹ型 04 ろうあの場合 

   が主たる施設   05 肢体不自由の場合 

5 当該施設が主たる施設     

24： 短期入所 
1 福祉型 

2 医療型 

3 福祉型（強化） 

        ○ ○ 

32： 施設入所支援 

1 当該施設が単独施設 

  

01 知的障害の場合 

○   ○ ○ 

2 当該施設に併設する施設 02 自閉症の場合 

  が主たる施設 03 盲の場合 

3 当該施設が主たる施設 04 ろうあの場合 

  05 肢体不自由の場合 

33： 共同生活援助 

1 介護サービス包括型 

2 外部サービス利用型 

3 日中サービス支援型 

 

 

01 Ⅲ型 02 Ⅳ型 03 Ⅰ型 

    ○  ○ ○ 
04 Ⅱ型 

11 日中支援Ⅰ型 

12 日中支援Ⅱ型 

13 日中支援Ⅲ型 

34： 宿泊型自立訓練         ○  ○ ○ 

35： 自立生活援助   
01 30:1 未満 

    ○  ○ 
 

02 30:1 以上 

41： 自立訓練（機能訓練）         ○  ○ ○ 

42： 自立訓練（生活訓練）         ○  ○ ○ 

43： 就労移行支援         ○  ○ ○ 

44： 
就労移行支援 

    
  

  ○  ○ ○ 
（養成施設）   

45： 就労継続支援（Ａ型）   
01 Ⅰ型（7.5：1）   

  ○  ○ ○ 
02 Ⅱ型（10：1）   

46： 就労継続支援（Ｂ型）   
01 Ⅰ型（7.5：1）   

  ○  ○ ○ 
02 Ⅱ型（10：1）   

47： 就労定着支援         ○ ○ ○  

52： 計画相談支援            ○  

53： 地域移行支援 1 Ⅰ  2 Ⅱ          ○  

54： 地域定着支援            ○  



－ １４－５ －  

 
【 異動年月日の年月が平成 30 年 4 月～令和 1 年 9 月の場合 】                                                         

サービス種類 施設等の区分 人員配置区分 障害児施設区分 

定
員
区
分 

送
迎
加
算 

利
用
定
員
数 

旧
法
施
設
定
員
数 

新
事
業
移
行
施
設
区
分 

栄
養
士
配
置
加
算
の
基
準 

看
護
職
員
配
置
加
算
の
有
無 

強
度
行
動
障
害
者
特
別
支
援
加
算 

経
過
的
居
宅
介
護
利
用
型
区
分 

視
覚
・
聴
覚
言
語
障
害
者
支
援 

体
制
加
算 

自
活
訓
練
加
算
（
Ⅰ
） 

自
活
訓
練
加
算
（
Ⅱ
） 

重
度
障
害
者
支
援
加
算 

重
度
障
害
者
支
援
（
体
制
）
加
算
Ⅰ 

（
基
本
） 

重
度
障
害
者
支
援
（
体
制
）
加
算
Ⅰ 

（
重
度
） 

重
度
障
害
者
支
援
加
算
Ⅱ 

重
度
重
複
障
害
者
加
算 

就
労
移
行
支
援
体
制
加
算 

小
規
模
事
業
加
算 

常
勤
医
師
加
算 

食
事
提
供
体
制
加
算 

訪
問
訓
練 

自
立
生
活
支
援
加
算 

神
経
内
科
医
加
算 

精
神
障
害
者
退
院
支
援
施
設
加
算 

短
期
滞
在
加
算 

目
標
工
賃
達
成
加
算 

共
同
生
活
介
護
夜
間
支
援
体
制
加
算 

（
Ⅰ
） 

11： 居宅介護                                                               

12： 重度訪問介護                                                               

13： 行動援護                                                               

14： 重度包括                                                               

15： 同行援護                                                               

21： 療養介護   
01 Ⅰ型 02 Ⅱ型 03 Ⅲ型 

  ○   ○ ○                                                 
04 Ⅳ型 05 Ⅴ型 

22： 生活介護 

1 一般 01 Ⅰ型 02 Ⅱ型 03 Ⅲ型 01 知的障害の場合 

○ ○ ○ ○   ○ ○ ○   ○ ○ ○      ○   ○    ○               

2 小規模多機能 04 Ⅳ型 05 Ⅴ型 06 Ⅵ型 02 自閉症の場合 

3 当該施設が単独施設 07 Ⅶ型 08 Ⅷ型 09 Ⅸ型 03 盲の場合 

4 当該施設に併設する施設 10 Ⅹ型 04 ろうあの場合 

   が主たる施設   05 肢体不自由の場合 

5 当該施設が主たる施設     

24： 短期入所 

1 福祉型 

2 医療型 

3 福祉型（強化） 

      ○ ○     ○                             ○               

32： 施設入所支援 

1 当該施設が単独施設 

  

01 知的障害の場合 

○   ○ ○   ○ ○ ○   ○ ○ ○   ○ ○ ○                         

2 当該施設に併設する施設 02 自閉症の場合 

  が主たる施設 03 盲の場合 

3 当該施設が主たる施設 04 ろうあの場合 

  05 肢体不自由の場合 

33： 共同生活援助 

1 介護サービス包括型 

2 外部サービス利用型 

3 日中サービス支援型 

 

 

01 Ⅲ型 02 Ⅳ型 03 Ⅰ型 

      ○ ○     ○ ○   ○     ○                               
04 Ⅱ型 

11 日中支援Ⅰ型 

12 日中支援Ⅱ型 

13 日中支援Ⅲ型 

34： 宿泊型自立訓練                   ○ ○   ○                     ○               

35： 自立生活援助   
01 30:1 未満 

                                                          
02 30:1 以上 

41： 自立訓練（機能訓練）       ○ ○ ○ ○           ○               ○     ○ ○             

42： 自立訓練（生活訓練）       ○ ○ ○ ○     ○     ○               ○     ○ ○     ○ ○     

43： 就労移行支援       ○ ○ ○ ○           ○                     ○       ○       

44： 
就労移行支援 

    
  

○ ○ ○ ○           ○                     ○               
（養成施設）   

45： 就労継続支援（Ａ型）   
01 Ⅰ型（7.5：1）   

○ ○ ○ ○           ○               ○     ○               
02 Ⅱ型（10：1）   

46： 就労継続支援（Ｂ型）   
01 Ⅰ型（7.5：1）   

○ ○ ○ ○           ○               ○     ○              
02 Ⅱ型（10：1）   

47： 就労定着支援                                                               

52： 計画相談支援                                                               

53： 地域移行支援 1 Ⅰ  2 Ⅱ                                                             

54： 地域定着支援                                                               



   － １４－  －   ６ 

【 異動年月日の年月が平成 30 年 4 月～令和 1 年 9 月の場合 】                                                         

サービス種類 施設等の区分 人員配置区分 障害児施設区分 

夜
間
支
援
体
制
加
算
（
小
規
模
事
業
所
） 

大
規
模
住
居
等
減
算 

利
用
定
員
超
過
に
よ
る
減
算 

職
員
欠
如
に
よ
る
減
算 

標
準
利
用
期
間
超
過
減
算 

利
用
日
数
特
例
届
出
有
無 

就
労
継
続
Ａ
型
事
業
者
負
担
減
免
有
無 

事
業
運
営
安
定
化
事
業
助
成
の
有
無 

保
障
単
位
数
（
事
業
運
営
安
定
化
） 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
加
算 

福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算 

地
域
生
活
移
行
個
別
支
援
特
別
加
算 

特
定
事
業
所
加
算
区
分 

相
談
支
援
特
定
事
業
所
加
算 

指
導
員
加
配
加
算 

通
勤
者
生
活
支
援
加
算 

就
労
移
行
支
援
体
制
加
算
区
分 

就
労
支
援
関
係
研
修
修
了
加
算 

目
標
工
賃
達
成
指
導
員
配
置
加
算 

単
独
型
加
算 

小
規
模
定
員
加
算 

共
同
生
活
援
助
夜
間
防
災
・
緊
急
時 

支
援
体
制
加
算
（
Ⅰ
） 

重
度
者
支
援
体
制
加
算 

人
員
配
置
体
制
加
算 

夜
勤
職
員
配
置
体
制
加
算 

地
域
移
行
支
援
体
制
強
化
加
算 

視
覚
障
害
者
専
門
職
員
配
置 

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算 

の
有
無 

11： 居宅介護                               ○                             ○ 

12： 重度訪問介護                               ○                             ○ 

13： 行動援護                               ○                             ○ 

14： 重度包括                                                             ○ 

15： 同行援護                               ○                             ○ 

21： 療養介護   
01 Ⅰ型 02 Ⅱ型 03 Ⅲ型 

      ○ ○             ○                         ○       ○ 
04 Ⅳ型 05 Ⅴ型 

22： 生活介護 

1 一般 01 Ⅰ型 02 Ⅱ型 03 Ⅲ型 01 知的障害の場合 

  ○ ○ ○   ○       ○ ○                         ○       ○ 

2 小規模多機能 04 Ⅳ型 05 Ⅴ型 06 Ⅵ型 02 自閉症の場合 

3 当該施設が単独施設 07 Ⅶ型 08 Ⅷ型 09 Ⅸ型 03 盲の場合 

4 当該施設に併設する施設 10 Ⅹ型 04 ろうあの場合 

   が主たる施設   05 肢体不自由の場合 

5 当該施設が主たる施設     

24： 短期入所 
1 福祉型 

2 医療型 

3 福祉型（強化） 

        ○ ○                               ○               ○ 

32： 施設入所支援 

1 当該施設が単独施設 

  

01 知的障害の場合 

    ○ ○             ○ ○                         ○     ○ 

2 当該施設に併設する施設 02 自閉症の場合 

  が主たる施設 03 盲の場合 

3 当該施設が主たる施設 04 ろうあの場合 

  05 肢体不自由の場合 

33： 共同生活援助 

1 介護サービス包括型 

2 外部サービス利用型 

3 日中サービス支援型 

 

 

01 Ⅲ型 02 Ⅳ型 03 Ⅰ型 

    ○   ○             ○ ○       ○                       ○ 
04 Ⅱ型 

11 日中支援Ⅰ型 

12 日中支援Ⅱ型 

13 日中支援Ⅲ型 

34： 宿泊型自立訓練           ○ ○             ○ ○       ○                   ○   ○ 

35： 自立生活援助   
01 30:1 未満 

          ○           ○                                   
02 30:1 以上 

41： 自立訓練（機能訓練）           ○ ○ ○ ○       ○ ○                               ○ ○ 

42： 自立訓練（生活訓練）           ○ ○ ○ ○         ○                               ○ ○ 

43： 就労移行支援           ○ ○ ○ ○         ○             ○                   ○ 

44： 
就労移行支援 

    
  

    ○ ○ ○ ○         ○             ○                   ○ 
（養成施設）   

45： 就労継続支援（Ａ型）   
01 Ⅰ型（7.5：1）   

    ○ ○   ○ ○       ○                       ○         ○ 
02 Ⅱ型（10：1）   

46： 就労継続支援（Ｂ型）   
01 Ⅰ型（7.5：1）   

    ○ ○   ○         ○               ○       ○         ○ 
02 Ⅱ型（10：1）   

47： 就労定着支援             ○                                                 

52： 計画相談支援                                ○                             

53： 地域移行支援 1 Ⅰ  2 Ⅱ                                                             

54： 地域定着支援                                                               



   － １４－  －   ７ 

【 異動年月日の年月が平成 30 年 4 月～令和 1 年 9 月の場合 】                                                             

サービス種類 施設等の区分 人員配置区分 障害児施設区分 

主
た
る
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
種
類
コ
ー
ド
１ 

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算 

キ
ャ
リ
ア
パ
ス
区
分 

多
機
能
型
等
定
員
区
分
（
加
算
） 

移
行
時
運
営
安
定
化
事
業
助
成
の
有
無 

保
障
単
位
数
（
移
行
時
運
営
安
定
化
） 

み
な
し
指
定
の
有
無 

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
特
別
加
算 

の
有
無 

緊
急
短
期
入
所
体
制
確
保
加
算
の
有
無 

栄
養
士
配
置
減
算
の
有
無 

就
労
移
行
・
定
着
実
績
区
分 

宿
泊
型
自
立
訓
練
夜
間
防
災
・
緊
急
時 

支
援
体
制
加
算
（
Ⅰ
）
の
有
無 

職
業
指
導
員
体
制
の
有
無 

重
度
知
的
障
害
児
収
容
棟
設
置
の
有
無 

肢
体
不
自
由
児
施
設
重
度
病
棟
設
置 

の
有
無 

心
理
担
当
職
員
配
置
加
算
の
有
無 

小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
加
算
の
有
無 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
専
任
加
算 

の
有
無 

障
害
児
施
設
区
分 

送
迎
加
算
（
重
度
） 

主
た
る
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
種
類
コ
ー
ド
２ 

延
長
支
援
加
算
の
有
無 

移
行
準
備
支
援
体
制
加
算
（
Ⅰ
）
の
有
無 

移
行
準
備
支
援
体
制
加
算
（
Ⅱ
）
の
有
無 

共
同
生
活
介
護
夜
間
支
援
体
制
加
算

（
Ⅱ
）
の
有
無 

共
同
生
活
援
助
夜
間
防
災
・
緊
急
時 

支
援
体
制
加
算
（
Ⅱ
）
の
有
無 

宿
泊
型
自
立
訓
練
夜
間
防
災
・
緊
急
時 

支
援
体
制
加
算
（
Ⅱ
）
の
有
無 

夜
間
支
援
等
体
制
加
算
区
分 

主
た
る
事
業
所
施
設
区
分 

配
置
医
減
算
の
有
無 

医
療
連
携
体
制
加
算
（
Ⅴ
）
の
有
無 

11： 居宅介護         ○         ○                                               

12： 重度訪問介護         ○         ○                                               

13： 行動援護         ○         ○                                               

14： 重度包括         ○         ○                                               

15： 同行援護         ○         ○                                               

21： 療養介護   
01 Ⅰ型 02 Ⅱ型 03 Ⅲ型 

    ○       ○ ○                                               
04 Ⅳ型 05 Ⅴ型 

22： 生活介護 

1 一般 01 Ⅰ型 02 Ⅱ型 03 Ⅲ型 01 知的障害の場合 

○ ○ ○     ○ ○         ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○   ○               ○   

2 小規模多機能 04 Ⅳ型 05 Ⅴ型 06 Ⅵ型 02 自閉症の場合 

3 当該施設が単独施設 07 Ⅶ型 08 Ⅷ型 09 Ⅸ型 03 盲の場合 

4 当該施設に併設する施設 10 Ⅹ型 04 ろうあの場合 

   が主たる施設   05 肢体不自由の場合 

5 当該施設が主たる施設     

24： 短期入所 
1 福祉型 

2 医療型 

3 福祉型（強化） 

    ○ ○         ○                                         ○   ○ 

32： 施設入所支援 

1 当該施設が単独施設 

  

01 知的障害の場合 

  ○ ○     ○ ○   ○     ○ ○ ○ ○ ○  ○                         

2 当該施設に併設する施設 02 自閉症の場合 

  が主たる施設 03 盲の場合 

3 当該施設が主たる施設 04 ろうあの場合 

  05 肢体不自由の場合 

33： 共同生活援助 

1 介護サービス包括型 

2 外部サービス利用型 

3 日中サービス支援型 

 

 

01 Ⅲ型 02 Ⅳ型 03 Ⅰ型 

    ○       ○ ○                                       ○     ○ 
04 Ⅱ型 

11 日中支援Ⅰ型 

12 日中支援Ⅱ型 

13 日中支援Ⅲ型 

34： 宿泊型自立訓練         ○         ○                                       ○       

35： 自立生活援助   
01 30:1 未満 

                                                              
02 30:1 以上 

41： 自立訓練（機能訓練）       ○ ○ ○       ○                                               

42： 自立訓練（生活訓練）       ○ ○ ○       ○                                               

43： 就労移行支援       ○ ○         ○                            ○                 

44： 
就労移行支援 

    
  

○ ○         ○                            ○                 
（養成施設）   

45： 就労継続支援（Ａ型）   
01 Ⅰ型（7.5：1）   

○ ○ ○       ○                                               
02 Ⅱ型（10：1）   

46： 就労継続支援（Ｂ型）   
01 Ⅰ型（7.5：1）   

○ ○ ○       ○                                               
02 Ⅱ型（10：1）   

47： 就労定着支援                                                                   

52： 計画相談支援                                                                   

53： 地域移行支援 1 Ⅰ  2 Ⅱ               ○                                                 

54： 地域定着支援                 ○                                                 



   － １４－  －   ８ 

【 異動年月日の年月が平成 30 年 4 月～令和 1 年 9 月の場合 】                                                       

サービス種類 施設等の区分 人員配置区分 障害児施設区分 

開
所
時
間
減
算
の
有
無 

重
度
障
害
者
（
児
）
支
援
加
算 

（
強
度
行
動
障
害
）
の
有
無 

就
労
定
着
支
援
体
制
加
算
区
分 

（
６
月
以
上
１
２
月
未
満
） 

就
労
定
着
支
援
体
制
加
算
区
分 

（
１
２
月
以
上
２
４
月
未
満
） 

就
労
定
着
支
援
体
制
加
算
区
分 

（
２
４
月
以
上
３
６
月
未
満
） 

常
勤
看
護
職
員
等
配
置
加
算
の
有
無 

指
定
管
理
者
制
度
適
用
区
分 

就
労
定
着
率
区
分 

就
労
定
着
実
績 

共
生
型
サ
ー
ビ
ス
対
象
区
分 

短
時
間
利
用
減
算
の
有
無 

医
療
的
ケ
ア
対
応
支
援
加
算
の
有
無 

重
度
児
者
対
応
支
援
加
算
の
有
無 

大
規
模
減
算
の
有
無 

精
神
障
害
者
地
域
移
行
特
別
加
算 

の
有
無 

夜
勤
職
員
加
配
加
算
の
有
無 

個
別
計
画
訓
練
支
援
加
算
の
有
無 

賃
金
向
上
達
成
指
導
員
配
置
加
算
の
有

無 平
均
労
働
時
間
区
分 

平
均
工
賃
月
額
区
分 

行
動
障
害
支
援
体
制
加
算
の
有
無 

要
医
療
児
者
支
援
体
制
加
算
の
有
無 

精
神
障
害
者
支
援
体
制
加
算
の
有
無 

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
相
談
強
化
加
算 

の
有
無 

地
域
体
制
強
化
共
同
支
援
加
算
の
有
無 

社
会
生
活
支
援
特
別
加
算
の
有
無 

職
場
適
応
援
助
者
養
成
研
修
修
了
者
配

置
体
制
加
算
の
有
無 

 

11： 居宅介護                         ○                                   

12： 重度訪問介護                         ○                                   

13： 行動援護                                                             

14： 重度包括                                                             

15： 同行援護                                                             

21： 療養介護   
01 Ⅰ型 02 Ⅱ型 03 Ⅲ型 

              ○                                         
04 Ⅳ型 05 Ⅴ型 

22： 生活介護 

1 一般 01 Ⅰ型 02 Ⅱ型 03 Ⅲ型 01 知的障害の場合 

○ ○       ○ ○     ○ ○                                 

2 小規模多機能 04 Ⅳ型 05 Ⅴ型 06 Ⅵ型 02 自閉症の場合 

3 当該施設が単独施設 07 Ⅶ型 08 Ⅷ型 09 Ⅸ型 03 盲の場合 

4 当該施設に併設する施設 10 Ⅹ型 04 ろうあの場合 

   が主たる施設   05 肢体不自由の場合 

5 当該施設が主たる施設     

24： 短期入所 
1 福祉型 

2 医療型 

3 福祉型（強化） 

      ○       ○ ○     ○       ○                           

32： 施設入所支援 

1 当該施設が単独施設 

  

01 知的障害の場合 

  ○         ○                                         

2 当該施設に併設する施設 02 自閉症の場合 

  が主たる施設 03 盲の場合 

3 当該施設が主たる施設 04 ろうあの場合 

  05 肢体不自由の場合 

33： 共同生活援助 

1 介護サービス包括型 

2 外部サービス利用型 

3 日中サービス支援型 

 

 

01 Ⅲ型 02 Ⅳ型 03 Ⅰ型 

              ○               ○ ○                       
04 Ⅱ型 

11 日中支援Ⅰ型 

12 日中支援Ⅱ型 

13 日中支援Ⅲ型 

34： 宿泊型自立訓練                   ○               ○                         

35： 自立生活援助   
01 30:1 未満 

                                                         
02 30:1 以上 

41： 自立訓練（機能訓練）                   ○     ○                               ○   

42： 自立訓練（生活訓練）                   ○     ○             ○                 ○   

43： 就労移行支援           ○ ○ ○   ○ ○                                   ○   

44： 
就労移行支援 

    
  

    ○ ○ ○   ○ ○                                   ○   
（養成施設）   

45： 就労継続支援（Ａ型）   
01 Ⅰ型（7.5：1）   

            ○                     ○ ○            ○   
02 Ⅱ型（10：1）   

46： 就労継続支援（Ｂ型）   
01 Ⅰ型（7.5：1）   

            ○                         ○           ○   
02 Ⅱ型（10：1）   

47： 就労定着支援                     ○ ○                                   ○  

52： 計画相談支援                                               ○ ○ ○         

53： 地域移行支援 1 Ⅰ  2 Ⅱ                                                           

54： 地域定着支援                                                             



   － １４－  －   ９ 

【 異動年月日の年月が平成 30 年 4 月～令和 1 年 9 月の場合 】        

サービス種類 施設等の区分 人員配置区分 障害児施設区分 

児
童
指
導
員
等
加
配
加
算
の
有
無 

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
欠
如
減
算 

就
労
定
着
支
援
利
用
者
数 

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
区
分 

11： 居宅介護            ○ 

12： 重度訪問介護            ○ 

13： 行動援護            ○ 

14： 重度包括            ○ 

15： 同行援護            ○ 

21： 療養介護   
01 Ⅰ型 02 Ⅱ型 03 Ⅲ型 

    ○  ○ 
04 Ⅳ型 05 Ⅴ型 

22： 生活介護 

1 一般 01 Ⅰ型 02 Ⅱ型 03 Ⅲ型 01 知的障害の場合 

○ ○  ○ 

2 小規模多機能 04 Ⅳ型 05 Ⅴ型 06 Ⅵ型 02 自閉症の場合 

3 当該施設が単独施設 07 Ⅶ型 08 Ⅷ型 09 Ⅸ型 03 盲の場合 

4 当該施設に併設する施設 10 Ⅹ型 04 ろうあの場合 

   が主たる施設   05 肢体不自由の場合 

5 当該施設が主たる施設     

24： 短期入所 
1 福祉型 

2 医療型 

3 福祉型（強化） 

        ○ 

32： 施設入所支援 

1 当該施設が単独施設 

  

01 知的障害の場合 

○   ○ 

2 当該施設に併設する施設 02 自閉症の場合 

  が主たる施設 03 盲の場合 

3 当該施設が主たる施設 04 ろうあの場合 

  05 肢体不自由の場合 

33： 共同生活援助 

1 介護サービス包括型 

2 外部サービス利用型 

3 日中サービス支援型 

 

 

01 Ⅲ型 02 Ⅳ型 03 Ⅰ型 

    ○  ○ 
04 Ⅱ型 

11 日中支援Ⅰ型 

12 日中支援Ⅱ型 

13 日中支援Ⅲ型 

34： 宿泊型自立訓練         ○  ○ 

35： 自立生活援助   
01 30:1 未満 

    ○  ○ 
02 30:1 以上 

41： 自立訓練（機能訓練）         ○  ○ 

42： 自立訓練（生活訓練）         ○  ○ 

43： 就労移行支援         ○  ○ 

44： 
就労移行支援 

    
  

  ○  ○ 
（養成施設）   

45： 就労継続支援（Ａ型）   
01 Ⅰ型（7.5：1）   

  ○  ○ 
02 Ⅱ型（10：1）   

46： 就労継続支援（Ｂ型）   
01 Ⅰ型（7.5：1）   

  ○  ○ 
02 Ⅱ型（10：1）   

47： 就労定着支援         ○ ○ ○ 

52： 計画相談支援            ○ 

53： 地域移行支援 1 Ⅰ  2 Ⅱ          ○ 

54： 地域定着支援            ○ 



－ ２３－７ －  

項番 項目 属性 
（※Ｚ） ﾊﾞｲﾄ数 内容 必須入力 

（※１） 
備考 

１７５ 就労定着支援利用者数 コード値 2 
就労定着支援利用者数をコード

で設定 
◎ 

※５、※４９ 

※６１ 

１７６ 
地域生活支援拠点等区

分 
コード値 1 

地域生活支援拠点等区分をコー

ドで設定 
◎ 

1:非該当 

2:該当 

※５、※４９ 

１７７ 
福祉・介護職員等特定処

遇改善加算の有無 
コード値 1 

福祉・介護職員等特定処遇改善

加算の有無をコードで設定 
◎ 

1:無し 

2:有り 

※５、※６５ 

１７８ 
福祉・介護職員等特定処

遇改善加算区分 
コード値 1 

福祉・介護職員等特定処遇改善

加算区分をコードで設定 
○ 

1:Ⅰ 

2:Ⅱ 

※５、※９ 

※６５、※６６ 

１７９ 事業変更年月日 コード値 8 
事業変更年月日（西暦年月日

(YYYYMMDD)）を設定する 
△ 

※Ｙ 

※６５ 

※１：必須入力 ◎：必須、○：パターン毎に必須、△：任意設定、空白：不要 

※２：同一事業所番号、同一サービス種類において複数の指定基準での登録がある場合には、サービス

種類毎に「000」～「999」までの番号を指定して登録する。 

 （対象サービス種類 ： 療養介護、生活介護、施設入所支援、共同生活介護（異動年月日の年月が

平成 26 年 3 月以前の場合）、共同生活援助、児童デイサービス（異動年月日の年月が平成 24 年 3

月以前の場合）、特定旧法指定施設（異動年月日の年月が平成 24 年 3 月以前の場合）、宿泊型自

立訓練（異動年月日の年月が平成 30 年 4 月以降の場合）、短期入所（異動年月日の年月が平成 30

年 4 月以降の場合）、自立訓練（機能訓練）（異動年月日の年月が平成 30 年 4 月以降の場合）、自

立訓練（生活訓練）（異動年月日の年月が平成 30 年 4 月以降の場合）） 

   また、上記以外については「000」を登録する。 

※３：当該サービスに関わる事業所を登録した市町村のコードを設定する。 

※４：指定年月日を設定する。 

※５：サービス種類等により体制の無い加算については“0”または“NULL”を設定する。 それ以外の値が

設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※６：異動年月日の年月が平成 21 年 3 月以前の場合設定可とし、平成 21 年 4 月以降の情報に設定した

場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※７：異動年月日の年月が平成 21 年 3 月以前の場合、“0”または“NULL”を設定する。 それ以外の値が

設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※８：異動年月日の年月が平成 21 年 3 月以前の場合、「1:無し」、または「2:有り」を設定する。 

異動年月日の年月が平成 21 年 4 月以降、平成 27 年 3 月以前の場合、「1:無し」、「3:Ⅰ」、または「4:

Ⅱ」を設定する。 

異動年月日の年月が平成 27 年 4 月以降の場合、「1: 無し」、「3:Ⅱ」、「4:Ⅲ」、または「5:Ⅰ」を設定す

る。 

※９：対応する項目が「2:有り」、または「2:該当」の場合（「就労継続 A 型事業者負担減免申し出有無」は

「2:減額」、または「3:免除」の場合、「夜間支援等体制加算区分」は「2:Ⅰ」、「3:Ⅱ」、「5:Ⅰ・Ⅱ」、「6:

Ⅰ・Ⅲ」、「7:Ⅱ・Ⅲ」、または「8:Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の場合）にのみ設定する。 



－ ２３－１２ －  

※２８：施設入所支援および生活介護について、障害児施設から移行し、経過措置により事業者指定を受

けた障害者支援施設以外の場合、設定しない。 

※２９：基準該当事業所の場合、設定しない。 

※３０：指定更新申請中区分を「2:有り」として設定し異動連絡票情報を登録した場合、指定更新が行われ

た際に当該異動連絡票情報の指定更新申請中区分および指定有効開始年月日、指定有効終了

年月日を指定更新後の内容へ訂正する必要は無い。 

※３１：異動年月日の年月が平成24年4月以降の場合、「事業運営安定化事業」は「新体系定着支援事

業」と読み替えて使用する。 

※３２：異動年月日の年月が平成25年3月以前の場合、「1:無し」、または「2:有り」を設定する。 

異動年月日の年月が平成25年4月以降、平成27年3月以前の場合、「1:無し」、「3:Ⅰ」、または「4:

Ⅱ」を設定する。 

異動年月日の年月が平成27年4月以降の場合、「1:無し」、「3:Ⅱ」、「4:Ⅲ」、または「5:Ⅰ」を設定す

る。 

※３３：異動年月日の年月が平成25年3月以前の場合、“0”または“NULL”を設定する。 それ以外の値が

設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※３４：一体型指定共同生活介護事業所、または一体型指定共同生活援助事業所にて短期入所を実施

する場合、「共同生活介護」、または「共同生活援助」のサービス種類をコードで設定する。 

なお、「主たる事業所サービス種類コード１」と「主たる事業所サービス種類コード２」は異なるサー

ビス種類を設定する。 

※３５：異動年月日の年月が平成26年3月以前の場合、“0”、または“NULL”を設定する。それ以外の値が

設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※３６：異動年月日の年月が令和１年9月以前の場合、「福祉・介護職員処遇改善加算の有無」、または

「福祉・介護職員処遇改善特別加算の有無」が「2:有り」の場合にのみ設定する。 

異動年月日の年月が令和１年10月以降の場合、「福祉・介護職員処遇改善加算の有無」、「福祉・

介護職員処遇改善特別加算の有無」、または「福祉・介護職員等特定処遇改善加算の有無」が「2:

有り」の場合にのみ設定する。 

※３７：共同生活援助事業所にて短期入所を実施する場合、異動年月日の年月が平成26年4月以降、平

成30年3月以前の場合、「1:介護サービス包括型」、または「2:外部サービス利用型」をコードで設定

する。異動年月日の年月が平成30年4月以降の場合、「1:介護サービス包括型」、「2:外部サービス

利用型」、または「3:日中サービス支援型」をコードで設定する。 

※３８：生活介護について、障害児施設から移行し、経過措置により事業者指定を受けた障害者支援施設

の場合、「1:無し」、または「1:非該当」を設定する。 

※３９：異動年月日の年月が平成27年3月以前の場合、「1:無し」、または「2:有り」を設定する。 

異動年月日の年月が平成27年4月以降の場合、 「1:無し」、「3:Ⅰ」、または「4:Ⅱ」を設定する。 

ただし、短期入所については「1:無し」、または「2:有り」を設定する。 

※４０：施設入所支援、共同生活援助及び宿泊型自立訓練について、異動年月日の年月が平成27年3月

以前の場合、“0”、または“NULL”を設定する。それ以外の値が設定された場合はエラーとし台帳

への登録は行わない。 



－ ２３－１４ －  

※５２：生活介護について、異動年月日の年月が平成 30 年 3 月以前の場合、“0”、または“NULL”を設定

する。それ以外の値が設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。また、「重度障害者

支援加算の有無」と読み替えて使用する。 

※５３：生活介護、自立訓練（機能訓練）及び自立訓練（生活訓練）について、異動年月日の年月が平成

30 年 3 月以前の場合、“0”または“NULL”を設定する。それ以外の値が設定された場合はエラーと

し台帳への登録は行わない。 

※５４：自立訓練（生活訓練）について、異動年月日の年月が平成30年3月以前の場合、“0”、または

“NULL”を設定する。それ以外の値が設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※５５：「3:Ⅱ」は、配置した心理指導担当職員が公認心理師の資格を有している場合に設定する。 

なお、異動年月日の年月が平成24年3月以前の場合、“0”または“NULL”を設定する。それ以外の

値が設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。異動年月日の年月が平成24年4月

以降、平成30年3月以前の場合、「1:無し」、または「2:有り」を設定する。 

※５６：生活介護について、異動年月日の年月が平成27年4月以降、平成30年3月以前の場合、「1:無し」、

「2:有り」を設定する。異動年月日の年月が平成30年4月以降の場合、「1:無し」、「3:Ⅰ」、または「4::

Ⅱ」を設定する。 

短期入所について、異動年月日の年月が平成30年3月以前の場合、“0”、または“NULL”を設定す

る。それ以外の値が設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。異動年月日の年月

が平成30年4月以降の場合、「1:無し」、または「2:有り」を設定する。 

※５７：就労移行支援及び就労移行支援（養成）について、平成30年度報酬改定の基本報酬体系適用後

の新規事業所及び指定を受けた日から2年未満の既存事業所の場合、「08:無し（経過措置対象）」

を設定する。 

また、指定を受けた日から2年目の事業所において、前年度、または指定を受けた日から1年間の

就労定着者の割合が4割以上となる場合は、前年度、または指定を受けた日から1年間の実績に

応じた区分を設定する。 

就労継続支援Ａ型について、指定を受けた日から6月未満の事業所の場合、「08:無し（経過措置対

象）」を設定する。 

また、指定を受けた日から6月以上1年未満の事業所の場合、「08:無し（経過措置対象）」、または

指定を受けた日から6月間における実績に応じた区分（雇用契約を締結していた利用者の1日の平

均労働時間が4時間以上となる場合）を設定する。指定を受けた日から6月以上1年未満の事業所

であって年度をまたぐ場合には、直近の6月間（前年度の10月から3月まで）の実績に応じた区分

（雇用契約を締結していた利用者の1日の平均労働時間が4時間以上となる場合）を設定する。 

就労継続支援Ｂ型について、指定を受けた日から6月未満の事業所の場合、「08:無し（経過措置

対象）」を設定する。 

また、指定を受けた日から6月以上1年未満の事業所の場合、「08:無し（経過措置対象）」、または

指定を受けた日から6月間における実績に応じた区分（平均工賃月額が1万円以上となる場合）を

設定する。指定を受けた日から6月以上1年未満の事業所であって年度をまたぐ場合には直近の6

月間（前年度の10月から3月まで）の実績に応じた区分（平均工賃月額が1万円以上となる場合）を

設定する。 



－ ２３－１５ －  

※５８：「平均労働時間区分」には以下の内容をコードで設定する。 
   01:１日の平均労働時間が７時間以上 

   02:１日の平均労働時間が６時間以上７時間未満 

   03:１日の平均労働時間が５時間以上６時間未満  

   04:１日の平均労働時間が４時間以上５時間未満 

   05:１日の平均労働時間が３時間以上４時間未満  

   06:１日の平均労働時間が２時間以上３時間未満 

   07:１日の平均労働時間が２時間未満 

   08:無し（経過措置対象）  

※５９：「平均工賃月額区分」には以下の内容をコードで設定する。 

   01:平均工賃月額が４万５千円以上 

   02:平均工賃月額が３万円以上４万５千円未満 

   03:平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満 

   04:平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満 

   05:平均工賃月額が１万円以上２万円未満 

   06:平均工賃月額が５千円以上１万円未満 

   07:平均工賃月額が５千円未満 

   08:無し（経過措置対象） 

※６０：適用開始年月日には、平成30年4月1日（20180401）以降の値を設定する。 

※６１：「就労定着支援利用者数」には以下の内容をコードで設定する。 

   01:利用者数が２０人以下 

   02:利用者数が２１人以上４０人以下 

   03:利用者数が４１人以上 

※６２：居宅介護及び重度訪問介護の場合、設定しない。 

生活介護、自立訓練（機能訓練）及び自立訓練（生活訓練）の場合、「サービス管理責任者配置等

の有無」と読み替えて使用する。 

短期入所の場合、「福祉専門職員配置等の有無」と読み替えて使用する。 

※６３：短期入所について、異動年月日の年月が平成30年3月以前の場合、“0”、または“NULL”を設定す

る。それ以外の値が設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

また、異動年月日の年月が平成30年4月以降の場合、短期入所（空床型）の事業所においては、

「指定障害者支援施設等の居室のベッド数」を利用定員数として設定する。 

※６４：基準該当事業所の場合、「1:非該当」を設定する。 

※６５：異動年月日の年月が令和1年9月以前の場合、“0”または“NULL”を設定する。それ以外の値が設

定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※６６：重度包括及び施設入所支援（障害児施設から移行し、経過措置により事業者指定を受けた障害

者支援施設を除く）の場合、設定しない。 

障害者支援施設における日中活動系サービスの場合、加算率の区分が無いものの便宜上「1:Ⅰ」

を設定する。 

また、短期入所について、併設型・空床利用型を指定共同生活援助事業所（外部サービス利用型

指定共同生活援助及び日中サービス支援型指定共同生活援助を含む）、または指定宿泊型自立
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訓練事業所以外において行った場合、若しくは単独型事業所において行った場合、加算率の区分

が無いものの便宜上「1:Ⅰ」を設定する。 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 都道府県編 Ⅰ．障害福祉サービス等 １．２ インタフェース一覧」参照。 

※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 
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項番 項目 属性 
（※Ｚ） ﾊﾞｲﾄ数 内容 備考 

１７５ 就労定着支援利用者数 コード値 2 
就労定着支援利用者数をコードで設

定 
※７ 

１７６ 
地域生活支援拠点等区

分 
コード値 1 

地域生活支援拠点等区分をコードで

設定 

1:非該当 

2:該当 

１７７ 
福祉・介護職員等特定

処遇改善加算の有無 
コード値 1 

福祉・介護職員等特定処遇改善加算

の有無をコードで設定 

1:無し 

2:有り 

１７８ 
福祉・介護職員等特定

処遇改善加算区分 
コード値 1 

福祉・介護職員等特定処遇改善加算

区分をコードで設定 

1:Ⅰ 

2:Ⅱ 

１７９ 事業変更年月日 コード値 8 
事 業 変 更 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

※１：「就労移行支援体制加算区分」、「就労定着支援体制加算区分（６月以上１２月未満）」、「就労定着

支援体制加算区分（１２月以上２４月未満）」及び「就労定着支援体制加算区分（２４月以上３６月未

満）」には以下の内容がコードで設定される。  
     1:無し 

     2:前年度の定着率が５分以上１割５分未満 

     3:前年度の定着率が１割５分以上２割５分未満 

     4:前年度の定着率が２割５分以上３割５分未満 

     5:前年度の定着率が３割５分以上４割５分未満 

     6:前年度の定着率が４割５分以上 

※２：「福祉・介護職員処遇改善加算キャリアパス区分」には以下の内容がコードで設定される。 

異動年月日の年月が平成 22 年 10 月以降、平成 24 年 3 月以前の場合 

1:減算なし 

2:20％減算（キャリアパス要件、定量的要件） 

3:10％減算（キャリアパス要件） 

4:10％減算（定量的要件） 

 異動年月日の年月が平成 24 年 4 月以降、平成 27 年 3 月以前の場合 

1:Ⅰ 

2:Ⅲ（キャリアパス要件、定量的要件） 

3:Ⅱ（キャリアパス要件） 

4:Ⅱ（定量的要件） 

 異動年月日の年月が平成 27 年 4 月以降、平成 29 年 3 月以前の場合 

1:Ⅱ 

2:Ⅳ（キャリアパス要件、職場環境等要件） 

3:Ⅲ（キャリアパス要件） 

4:Ⅲ（職場環境等要件） 

5:Ⅰ 
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項番 項目 属性 
（※Ｚ） ﾊﾞｲﾄ数 内容 備考 

１７５ 就労定着支援利用者数 コード値 2 
就労定着支援利用者数をコードで設

定 
※７ 

１７６ 地域生活支援拠点等区分 コード値 1 
地域生活支援拠点等区分をコードで

設定 

1:非該当 

2:該当 

１７７ 
福祉・介護職員等特定処

遇改善加算の有無 
コード値 1 

福祉・介護職員等特定処遇改善加算

の有無をコードで設定 

1:無し 

2:有り 

１７８ 
福祉・介護職員等特定処

遇改善加算区分 
コード値 1 

福祉・介護職員等特定処遇改善加算

区分をコードで設定 

1:Ⅰ 

2:Ⅱ 

１７９ 事業変更年月日 コード値 8 
事 業 変 更 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

※１：「就労移行支援体制加算区分」、「就労定着支援体制加算区分（６月以上１２月未満）」、「就労定着

支援体制加算区分（１２月以上２４月未満）」及び「就労定着支援体制加算区分（２４月以上３６月未

満）」には以下の内容がコードで設定される。 

     1:無し 

     2:前年度の定着率が５分以上１割５分未満 

     3:前年度の定着率が１割５分以上２割５分未満 

     4:前年度の定着率が２割５分以上３割５分未満 

     5:前年度の定着率が３割５分以上４割５分未満 

     6:前年度の定着率が４割５分以上 

※２：「福祉・介護職員処遇改善加算キャリアパス区分」には以下の内容がコードで設定される。 

異動年月日の年月が平成 22 年 10 月以降、平成 24 年 3 月以前の場合 

1:減算なし 

2:20％減算（キャリアパス要件、定量的要件） 

3:10％減算（キャリアパス要件） 

4:10％減算（定量的要件） 

 異動年月日の年月が平成 24 年 4 月以降、平成 27 年 3 月以前の場合 

1:Ⅰ 

2:Ⅲ（キャリアパス要件、定量的要件） 

3:Ⅱ（キャリアパス要件） 

4:Ⅱ（定量的要件） 

 異動年月日の年月が平成 27 年 4 月以降、平成 29 年 3 月以前の場合 

1:Ⅱ 

2:Ⅳ（キャリアパス要件、職場環境等要件） 

3:Ⅲ（キャリアパス要件） 
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１．４．３ 事業所異動連絡票情報等の事業変更年月日の設定方法 
＜事業変更年月日の設定ルール＞ 

・事業変更年月日は異動年月内の年月日を設定する。 

・事業変更年月日は事業開始年月日の翌日以降を設定する。 

・事業休止年月日が設定されている場合、事業変更年月日は事業休止年月日以降の年月日を設定す

る。なお、事業休止年月日が前履歴から変更された場合、事業変更年月日は事業休止年月日と同一

の年月日を設定する。 

・事業再開年月日が設定されている場合、事業変更年月日は事業再開年月日以降の年月日を設定す

る。なお、事業再開年月日が前履歴から変更された場合、事業変更年月日は事業再開年月日と同一

の年月日を設定する。 

・同月内で事業を休止、再開する変更を１つの異動情報として作成する場合、事業変更年月日は事業再

開年月日と同一の年月日を設定する。 

 

（１）事業所名称が変更になった場合 

2019 年 11 月 10 日に事業所名称を変更する場合の例      
№ 

異動 

年月日 

異動 

区分 

ｻｰﾋﾞｽ 

種類 
事業所番号 事業所名称 

事業変更 

年月日 

① 
201904 

01 
1:新規 短期入所 1410000010 ○○事業所 － 

② 
201911 

01 
2:変更 短期入所 1410000010 △△事業所 2019/11/10 

 

 

4 月 12 月 11 月 

①4/1 新規サービス情報の提出 

10 月 ・・・ 

②12/1 変更分のサービス情報の提出 

    （11/10 事業所名称変更） 
5 月 1 月 

11/10 事業所名称変更 
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（２）月の途中で事業所の体制等が変更になった場合 

① 単位数が増加する場合（事業所から都道府県への届出が 15 日以前になされた場合） 

短期入所事業所において新たに常勤栄養士を配置する届出が 2019 年 10 月 10 日に行われた場

合の例 

事業所から都道府県への届出が 15 日以前になされた場合、翌月から算定を行うことができるた

め、異動年月日に翌月、事業変更年月日に翌月の初日を設定した異動区分「変更」の事業所異

動連絡票情報（サービス情報）を登録する。      
№ 

異動 

年月日 

異動 

区分 

ｻｰﾋﾞｽ 

種類 

事業開始 

年月日 

事業休止 

年月日 

事業再開 

年月日 

事業廃止 

年月日 

栄養士配置 

加算の基準 

事業変更 

年月日 

① 
201904 

01 
1:新規 短期入所 2019/04/01 － － － 無し － 

② 
201911 

01 
2:変更 短期入所 2019/04/01 － － － 常勤栄養士 2019/11/1 

 

 

② 単位数が増加する場合（事業所から都道府県への届出が 16 日以降になされた場合） 

短期入所事業所においてその他栄養士から常勤管理栄養士に変更する届出が 2019 年 10 月 20

日に行われた場合の例 

事業所から都道府県への届出が 16 日以降になされた場合、翌々月から算定を行うことができる

ため、異動年月日に翌々月、事業変更年月日に翌々月の初日を設定した異動区分「変更」の事

業所異動連絡票情報（サービス情報）を登録する。      
№ 

異動 

年月日 

異動 

区分 

ｻｰﾋﾞｽ 

種類 

事業開始 

年月日 

事業休止 

年月日 

事業再開 

年月日 

事業廃止 

年月日 

栄養士配置 

加算の基準 

事業変更 

年月日 

① 
201904 

01 
1:新規 短期入所 2019/04/01 － － － その他栄養士 － 

② 
201912 

01 
2:変更 短期入所 2019/04/01 － － － 常勤管理栄養士 2019/12/1 

 

4 月 12 月 11 月 

① 4/1 新規サービス情報の提出 

10 月 ・・・ 

② 11/1 変更分のサービス情報の提出 

    （11/1 体制変更） 
5 月 1 月 

10/10 届出（体制変更） 

4 月 12 月 11 月 

① 4/1 新規サービス情報の提出 

10 月 ・・・ 

② 12/1 変更分のサービス情報の提出 

    （12/1 体制変更） 
5 月 1 月 

10/20 届出（体制変更） 
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③ 単位数が減少する場合（加算等が算定されなくなった事実の発生した日が月の初日の場合） 

短期入所事業所において常勤管理栄養士を配置していたが、2019 年 11 月 1 日にその他栄養士

に変更した場合の例 

加算等が算定されなくなった事実の発生した日が月の初日の場合、異動年月日に当該月、事業

変更年月日に当該月の初日を設定した異動区分「変更」の事業所異動連絡票情報（サービス情

報）を登録する。     
 

№ 
異動 

年月日 

異動 

区分 

ｻｰﾋﾞｽ 

種類 

事業開始 

年月日 

事業休止 

年月日 

事業再開 

年月日 

事業廃止 

年月日 

栄養士配置 

加算の基準 

事業変更 

年月日 

① 
201904 

01 
1:新規 短期入所 2019/04/01 － － － 常勤管理栄養士 － 

② 
201911 

01 
2:変更 短期入所 2019/04/01 － － － その他栄養士 2019/11/1 

 

 

④ 単位数が減少する場合（加算等が算定されなくなった事実の発生した日が月の途中の場合） 

短期入所事業所において常勤管理栄養士を配置していたが、2019 年 11 月 15 日にその他栄養士

に変更した場合の例 

加算等が算定されなくなった事実の発生した日が月の途中の場合、異動年月日に当該月、事業

変更年月日に当該日を設定した異動区分「変更」の事業所異動連絡票情報（サービス情報）を登

録する。      
№ 

異動 

年月日 

異動 

区分 

ｻｰﾋﾞｽ 

種類 

事業開始 

年月日 

事業休止 

年月日 

事業再開 

年月日 

事業廃止 

年月日 

栄養士配置 

加算の基準 

事業変更 

年月日 

① 
201904 

01 
1:新規 短期入所 2019/04/01 － － － 常勤管理栄養士 － 

② 
201911 

01 
2:変更 短期入所 2019/04/01 － － － その他栄養士 2019/11/15 

 

 

4 月 12 月 11 月 

①4/1 新規サービス情報の提出 

10 月 ・・・ 

②12/1 変更分のサービス情報の提出 

    （11/1 体制変更） 
5 月 1 月 

11/1 体制変更 

4 月 12 月 11 月 

①4/1 新規サービス情報の提出 

10 月 ・・・ 

②12/1 変更分のサービス情報の提出 

    （11/15 体制変更） 
5 月 1 月 

11/15 体制変更 
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（３）事業を休止・再開する場合 

2019 年 10 月 20 日に事業を休止し、2019 年 12 月 10 日に事業を再開した場合の例     
  

№ 
異動 

年月日 

異動 

区分 

ｻｰﾋﾞｽ 

種類 

事業開始 

年月日 

事業休止 

年月日 

事業再開 

年月日 

事業廃止 

年月日 

栄養士配置 

加算の基準 

事業変更 

年月日 

① 
201904 

01 
1:新規 短期入所 2019/04/01    常勤管理栄養士  

② 
201910 

01 
2:変更 短期入所 2019/04/01 2019/10/20   常勤管理栄養士 2019/10/20 

③ 
201912 

01 
2:変更 短期入所 2019/04/01 2019/10/20 2019/12/10  常勤管理栄養士 2019/12/10 

※サービス情報②：事業休止年月日が新たに設定された場合、事業変更年月日は事業休止年月日と 

同一日とする。 

※サービス情報③：事業再開年月日が新たに設定された場合、事業変更年月日は事業再開年月日と 

同一日とする。  

4 月 12 月 11 月 

①4/1 新規サービス情報の提出 

10 月 ・・・ 

②11/1 

変更分のサービス 

情報の提出 

（10/20 事業休止） 

5 月 1 月 

10/20 事業休止 12/10 事業再開 

③1/1 

変更分のサービス 

情報の提出 

（12/10 事業再開） 



－   － 

 

５６

１．１．４ 障害児支援受給者情報突合情報受け渡し概要 

都道府県等 国保連合会 

    

1. 都道府県等は、障害児支援受給者の情報を

提出し、国保連合会保有の障害児支援受給者

台帳との突合を依頼する。 

 2. 国保連合会は、受け付けた障害児支援受給

者情報突合情報について内容のチェックを行

い、エラーを発見した場合は都道府県等に取

込エラーリストを提供し、再提出を依頼する。 

 3. 都道府県等は、エラー内容の修正を行い、再

度、国保連合会に提出する。（以降、エラーが

無くなるまで繰り返す） 

4. 内容をチェックした障害児支援受給者情報突

合情報と、国保連合会保有の障害児支援受

給者台帳を突合する。 

 

5. 障害児支援受給者情報突合により、突合した

結果を都道府県等に提供する。 

6. 都道府県等は突合の結果を確認し、国保連合

会から提供された障害児支援受給者情報突合

結果を基に、必要に応じて障害児支援受給者

異動連絡票情報又は障害児支援受給者訂正

連絡票情報を作成し、国保連合会に提出す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

１． 突合情報の交換は月次の業務ではなく、国保連合会と調整の上、突合処理の時期を決定する。 

２． 突合によってエラーを発見し、国保連合会の障害児支援受給者台帳に誤りがある場合、都道府県等

は異動連絡票情報もしくは訂正連絡票情報を国保連合会に提出する。 
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項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須入力 

（※１） 
備考 

４１ 介護保険給付対象者有無 コード値 1 設定しない   

４２ 重度包括支援対象者有無 コード値 1 設定しない   

４３ 

食
事
提
供
加
算
情
報 

食事提供加算対象者

区分 
コード値 1 

食事提供加算対象者有無を設定す
る 

◎ 

1:対象外 

2:加算(Ⅰ)対象 

3:加算(Ⅱ)対象 

４４ 

食事提供加算 

適用有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 
食事提供加算有効期間の開始年
月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を
設定する 

○ ※Ｙ 

４５ 

食事提供加算 

適用有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 
食事提供加算有効期間の終了年
月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を
設定する 

○ ※Ｙ 

４６ 無償化対象区分 コード値 1 
就学前障害児の発達支援無償化
対象の場合に設定する 

◎ 

1:対象外  

2:対象 

※１０ 

※１：必須入力 ◎：必須、○：パターン毎に必須、△：任意設定、空白：不要 

※２：カナ名の設定ができない場合は、半角文字のダミーデータ等を設定する。 

※３：境界層対象者に対する定率負担の軽減措置を実施している場合は、定率負担に対する上限月額の

代わりに減免後の利用者負担上限月額を設定する。また、異動年月日の年月が平成 22 年 4 月以降

の場合でかつ所得区分コードが次のいずれかの場合は、「0」（0 円）を設定する。 

 （「01:生活保護」「02:低所得１」「03:低所得２」） 

※４：世帯員構成等世帯の状況が変化し、利用者負担上限月額の変更する場合は、翌月初日を設定する。

また、申請日が月の初日の場合、該当月の初日を設定する。 

※５：補足給付額（日額）が変更になる場合は、翌月初日を設定する。また、申請日が月の初日の場合、

該当月の初日を設定する。 

※６：異動年月日の年月が平成 24 年 3 月以前の場合は、児童福祉法第二十四条の五に基づく給付率

（90～100 の値）を設定する。 

※７：異動年月日の年月が平成 22 年 4 月以降の場合は、「1:無し」を設定する。 

※８：異動年月日の年月が平成 24 年 3 月以前の場合、“0”または“NULL”を設定する。 

※９：異動年月日の年月が平成 24 年 3 月以前の場合は、児童福祉法第二十四条の五に基づく給付率の

情報を設定する。 

※１０：異動年月日の年月が令和 1 年 9 月以前の場合は、使用しない。 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 都道府県編 Ⅱ．障害児支援 １．２ インタフェース一覧」参照。 

※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 
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（２） 障害児支援受給者異動連絡票情報（支給決定情報） 
項番 項目名 

属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須入力 

（※１） 
備考 

１ 交換情報識別番号 英数 4 
当情報の内容を識別するための

番号 
◎ ※Ｂ 

２ 異動年月日 コード値 8 

受給者異動連絡票情報（支給

決定情報）に変更等が生じた年

月（西暦年月(YYYYMM)）と連

番（異動順）を設定する 

◎ ※Ｙ 

３ 異動区分コード コード値 1 異動区分コードを設定する ◎ 

1:新規 

2:変更 

3:終了 

４ 異動事由 コード値 2 

受給者異動連絡票情報（支給

決定情報）の異動事由を設定

する 

◎ ※Ｃ 

５ 証記載都道府県等番号 コード値 6 
受給者証記載の都道府県等番

号を設定する 
◎ ※Ｃ 

６ 政令市市町村番号 コード値 6 

政令市が受給者を行政区で分

けて管理する場合のみ政令市

の市町村番号を設定する 

○ 
※Ｃ 

※３ 

７ 受給者証番号 英数 10 受給者証番号を設定する ◎ ※Ｃ 

８ 決定サービスコード 英数 6 
決定したサービスのコードを設

定する 
◎ ※Ｃ 

９ 旧障害程度区分等コード 英数 2 設定しない   

１０ 決定支給量 数値 8 設定しない   

１１ １回当たりの最大提供量 数値 5 設定しない   

１２ 支給量単位区分 コード値 1 設定しない   

１３ 決定支給期間（開始年月日） コード値 8 

決定サービスの有効期間の開始

年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

◎ 
※Ｙ 

※４ 

１４ 決定支給期間（終了年月日） コード値 8 

決定サービスの有効期間の終了

年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

◎ 
※Ｙ 

※４ 

１５ 相互利用対象者区分 コード値 1 
相互利用者対象者の場合、対象

者区分を設定する 
○ 

1:知的障害児 

2:肢体不自由児 

3:難聴幼児 

※２ 
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※１：必須入力 ◎：必須、○：パターン毎に必須、△：任意設定、空白：不要 

※２：異動年月日の年月が平成 24 年 3 月以前の場合、障害児通園施設の相互利用制度により、障害種

別の異なる施設を利用する場合、および、知的障害児が盲児・ろうあ児施設を利用する場合に設定

する。 

   異動年月日の年月が平成 24 年 4 月以降の場合、“0”または“NULL”を設定する。 

※３：異動年月日の年月が平成 24 年 3 月以前の場合、“0”または“NULL”を設定する。 

※４：国保連合会に同じサービス提供年月に対して有効となる複数の支給決定情報が存在する場合（月

途中で変更が発生した場合）は、最新の異動年月日の支給決定情報に設定されている決定支給期

間のみではなく、当該サービス提供年月に関する支給決定情報に設定されている決定支給期間を

使用して実績とのチェックを行う。 

 

例）支給決定情報に月途中で変更が発生した場合（障害児入所支援） 

受給者台帳（支給決定情報）※一次審査で使用する情報は背景色あり チェックで有効とする情報 

設定 

パターン 
異動年月日 

決定支給期間 サービス提供年月が 2019 年 10 月の場合 

開始年月日 終了年月日 提供できる日 提供できない日 

期間に空き

が無い場合 

20190401 20190401 20191020 

1 日～31 日 なし 

20191001 20191021 20191231 

期間に空き

がある場合 

20190401 20190401 20191010 1 日～10 日 

11 日～20 日 

20191001 20191021 20191231 21 日～31 日 

 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 都道府県編 Ⅱ．障害児支援 １．２ インタフェース一覧」参照。 

※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 
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５ 

項番 項目 
属性 

（※Ｚ） 
ﾊﾞｲﾄ数 内容 

必須入力※１ 
備考 

新規 変更 終了 

９７ 

児童発達支援管理責任

者欠如減算適用開始年

月日 

コード値 8 

児童発達支援管理責任者

欠如減算適用開始年月日

（ 西 暦 年 月 日

（YYYYMMDD））を設定 

○ ○ ○ 

※３、※６ 

※２０、※２７ 

※Ｙ 

９８ 
地域生活支援拠点等区

分 
コード値 1 

地域生活支援拠点等区分

をコードで設定 
◎ ◎ ◎ 

1:非該当 

2:該当 

※３、※２０ 

９９ 
福祉・介護職員等特定

処遇改善加算の有無 
コード値 1 

福祉・介護職員等特定処遇

改善加算の有無をコードで

設定 

◎ ◎ ◎ 

1:無し 

2:有り 

※３、※２９ 

１００ 
福祉・介護職員等特定

処遇改善加算区分 
コード値 1 

福祉・介護職員等特定処遇

改善加算区分をコードで設

定 

○ ○ ○ 

1:Ⅰ 

2:Ⅱ 

※３、※６ 

※２９、※３０ 

１０１ 事業変更年月日 コード値 8 

事業変更年月日（西暦年月

日(YYYYMMDD)）を設定す

る 

 ◎  
※Ｙ 

※２９ 

※１：必須入力 ◎：必須、○：パターン毎に必須、△：任意設定、空白：不要 

※２：指定年月日を設定する。 

※３：サービス種類等により体制の無い加算については“0”または“NULL”を設定する。 それ以外の値が

設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※４：異動年月日の年月が平成 21 年 3 月以前の場合、“0”または“NULL”を設定する。 それ以外の値が

設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※５：異動年月日の年月が平成 21 年 9 月以前の場合、“0”または“NULL”を設定する。 それ以外の値が

設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※６：対応する項目が「2:有り」、または「2:該当」の場合にのみ設定する。 
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８ 

 

※２５：居宅訪問型児童発達支援について、異動年月日の年月が平成30年3月以前の場合、“0”、または

“NULL”を設定する。それ以外の値が設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※２６：児童発達支援及び放課後等デイサービスの場合、「1:無し」、「2:専門職員」、「3:児童指導員等」、ま

たは「4:その他従業者」を設定する。また、「児童指導員等加配加算（Ⅰ）の有無」と読み替えて使

用する。 

障害児入所支援の場合、「1:無し」、「2:専門職員」、または「3:児童指導員等」を設定する。 

※２７：適用開始年月日には、平成30年4月1日（20180401）以降の値を設定する。 

※２８：基準該当事業所の場合、「1:非該当」を設定する。 

※２９：異動年月日の年月が令和1年9月以前の場合、“0”または“NULL”を設定する。それ以外の値が設

定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※３０：保育所等訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援の場合、設定しない。 

 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 都道府県編 Ⅱ．障害児支援 １．２ インタフェース一覧」参照。 

※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 
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【異動年月日の年月が令和 1 年 10 月以降の場合】                                                                 

サービス種類 施設等の区分 障害児施設区分 

定
員
区
分 

入
所
定
員
数 

旧
法
施
設
定
員
数 

栄
養
士
配
置
加
算
の
基
準 

職
業
指
導
員
体
制
の
有
無 

小
規
模
加
算
体
制
の
有
無 

重
度
知
的
障
害
児
収
容
棟
設
置
の
有
無 

肢
体
不
自
由
児
施
設
重
度
病
棟
設
置
の
有
無 

強
度
行
動
障
害
加
算
体
制
整
備
の
有
無 

障
害
児
通
園
施
設
の
相
互
利
用
制
度
体
制
（
知
的
障
害
児
） 

障
害
児
通
園
施
設
の
相
互
利
用
制
度
体
制
（
肢
体
不
自
由
児
） 

障
害
児
通
園
施
設
の
相
互
利
用
制
度
体
制
（
難
聴
幼
児
） 

自
活
訓
練
加
算
（
Ⅰ
）
の
有
無 

自
活
訓
練
加
算
（
Ⅱ
）
の
有
無 

食
事
提
供
体
制
加
算
（
Ⅰ
）
の
有
無 

食
事
提
供
体
制
加
算
（
Ⅱ
）
の
有
無 

重
度
盲
ろ
う
あ
児
支
援
加
算
の
有
無 

利
用
定
員
超
過
に
よ
る
減
算
の
有
無 

事
業
運
営
安
定
化
事
業
助
成
の
有
無 

福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
の
有
無 

看
護
職
員
配
置
加
算
の
有
無 

心
理
担
当
職
員
配
置
加
算
の
有
無 

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
有
無 

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
区
分 

職
員
欠
如
に
よ
る
減
算
の
有
無 

特
別
支
援
加
算
の
有
無 

小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
加
算
の
有
無 

指
導
員
加
配
加
算
の
有
無 

延
長
支
援
加
算
の
有
無 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
専
任
加
算
の
有
無 

み
な
し
指
定
の
有
無 

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
特
別
加
算
の
有
無 

55： 障害児相談支援                                                                     

61： 児童発達支援 
1：児童発達支援センター 01：重症心身障害以外の場合 

  ○   ○         ○                 ○  ○     ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○ 
2：児童発達支援センター以外 02：重症心身障害の場合 

62： 医療型児童発達支援 
1：医療型児童発達支援センター 

                                    ○  ○     ○ ○   ○     ○  ○ ○ 
2：指定発達支援医療機関 

63： 放課後等デイサービス   
01：重症心身障害以外の場合 

  ○             ○                 ○  ○     ○ ○ ○ ○    ○  ○ ○ 
02：重症心身障害の場合 

64： 保育所等訪問支援                                                ○ ○              ○ 

65： 
居宅訪問型児童発達支

援 
                                               ○ ○              ○ 

71： 障害児入所支援 

1：当該施設が単独施設 01：知的障害の場合 

  ○   ○ ○   ○ ○ ○       ○ ○       ○  ○ ○ ○ ○ ○     ○      ○ ○ 

2：当該施設に併設する施設が 02：自閉症の場合 

  主たる施設 03：盲の場合 

3：当該施設が主たる施設 04：ろうあの場合 

  05：肢体不自由の場合 

72： 医療型障害児入所支援 
1：医療型障害児入所施設 

              ○ ○         ○ ○       ○  ○   ○ ○ ○     ○      ○ ○ 
2：指定発達支援医療機関 
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【異動年月日の年月が令和 1 年 10 月以降の場合】                                                

サービス種類 施設等の区分 障害児施設区分 

関
係
機
関
連
携
加
算
の
有
無 

開
所
時
間
減
算
の
有
無 

児
童
指
導
員
等
配
置
加
算
の
有
無 

保
育
職
員
加
配
加
算
の
有
無 

重
度
障
害
児
支
援
加
算
（
強
度
行
動
障
害
）
の
有
無 

相
談
支
援
特
定
事
業
所
加
算
の
有
無 

訪
問
支
援
員
特
別
加
算
の
有
無 

指
定
管
理
者
制
度
適
用
区
分 

送
迎
加
算
（
重
度
）
の
有
無 

共
生
型
サ
ー
ビ
ス
対
象
区
分 

看
護
職
員
加
配
加
算
の
有
無 

看
護
職
員
加
配
加
算
（
重
度
）
の
有
無 

障
害
児
状
態
等
区
分 

未
就
学
児
等
支
援
区
分 

児
童
指
導
員
等
加
配
加
算
の
有
無 

児
童
指
導
員
等
加
配
加
算
（
Ⅱ
）
の
有
無 

自
己
評
価
結
果
等
未
公
表
減
算
の
有
無 

行
動
障
害
支
援
体
制
加
算
の
有
無 

要
医
療
児
者
支
援
体
制
加
算
の
有
無 

精
神
障
害
者
支
援
体
制
加
算
の
有
無 

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
相
談
強
化
加
算
の
有
無 

地
域
体
制
強
化
共
同
支
援
加
算
の
有
無 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
欠
如
減
算
の
有
無 

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
区
分 

福
祉
・
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
の
有
無 

55： 障害児相談支援               ○                       ○ ○ ○      ○  

61： 児童発達支援 
1：児童発達支援センター 01：重症心身障害以外の場合 

  ○ ○         ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○           ○ ○ ○ 
2：児童発達支援センター以外 02：重症心身障害の場合 

62： 医療型児童発達支援 
1：医療型児童発達支援センター 

    ○   ○       ○ ○                            ○ ○ 
2：指定発達支援医療機関 

63： 放課後等デイサービス   
01：重症心身障害以外の場合 

  ○ ○         ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○           ○ ○ ○ 
02：重症心身障害の場合 

64： 保育所等訪問支援                 ○ ○                             ○ ○ ○ 

65： 
居宅訪問型児童発達支

援 
                ○ ○                             ○ ○ ○ 

71： 障害児入所支援 

1：当該施設が単独施設 01：知的障害の場合 

        ○     ○             ○                ○ ○ 

2：当該施設に併設する施設が 02：自閉症の場合 

  主たる施設 03：盲の場合 

3：当該施設が主たる施設 04：ろうあの場合 

  05：肢体不自由の場合 

72： 医療型障害児入所支援 
1：医療型障害児入所施設 

        ○ ○     ○                              ○ ○ 
2：指定発達支援医療機関 
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【異動年月日の年月が平成 30 年 4 月～令和 1 年 9 月の場合】                                                                 

サービス種類 施設等の区分 障害児施設区分 

定
員
区
分 

入
所
定
員
数 

旧
法
施
設
定
員
数 

栄
養
士
配
置
加
算
の
基
準 

職
業
指
導
員
体
制
の
有
無 

小
規
模
加
算
体
制
の
有
無 

重
度
知
的
障
害
児
収
容
棟
設
置
の
有
無 

肢
体
不
自
由
児
施
設
重
度
病
棟
設
置
の
有
無 

強
度
行
動
障
害
加
算
体
制
整
備
の
有
無 

障
害
児
通
園
施
設
の
相
互
利
用
制
度
体
制
（
知
的
障
害
児
） 

障
害
児
通
園
施
設
の
相
互
利
用
制
度
体
制
（
肢
体
不
自
由
児
） 

障
害
児
通
園
施
設
の
相
互
利
用
制
度
体
制
（
難
聴
幼
児
） 

自
活
訓
練
加
算
（
Ⅰ
）
の
有
無 

自
活
訓
練
加
算
（
Ⅱ
）
の
有
無 

食
事
提
供
体
制
加
算
（
Ⅰ
）
の
有
無 

食
事
提
供
体
制
加
算
（
Ⅱ
）
の
有
無 

重
度
盲
ろ
う
あ
児
支
援
加
算
の
有
無 

利
用
定
員
超
過
に
よ
る
減
算
の
有
無 

事
業
運
営
安
定
化
事
業
助
成
の
有
無 

福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
の
有
無 

看
護
職
員
配
置
加
算
の
有
無 

心
理
担
当
職
員
配
置
加
算
の
有
無 

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
有
無 

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
区
分 

職
員
欠
如
に
よ
る
減
算
の
有
無 

特
別
支
援
加
算
の
有
無 

小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
加
算
の
有
無 

指
導
員
加
配
加
算
の
有
無 

延
長
支
援
加
算
の
有
無 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
専
任
加
算
の
有
無 

み
な
し
指
定
の
有
無 

福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
特
別
加
算
の
有
無 

55： 障害児相談支援                                                                     

61： 児童発達支援 
1：児童発達支援センター 01：重症心身障害以外の場合 

  ○   ○         ○                 ○  ○     ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○ 
2：児童発達支援センター以外 02：重症心身障害の場合 

62： 医療型児童発達支援 
1：医療型児童発達支援センター 

                                    ○  ○     ○ ○   ○     ○  ○ ○ 
2：指定発達支援医療機関 

63： 放課後等デイサービス   
01：重症心身障害以外の場合 

  ○             ○                 ○  ○     ○ ○ ○ ○    ○  ○ ○ 
02：重症心身障害の場合 

64： 保育所等訪問支援                                                ○ ○              ○ 

65： 
居宅訪問型児童発達支

援 
                                               ○ ○              ○ 

71： 障害児入所支援 

1：当該施設が単独施設 01：知的障害の場合 

  ○   ○ ○   ○ ○ ○       ○ ○       ○  ○ ○ ○ ○ ○     ○      ○ ○ 

2：当該施設に併設する施設が 02：自閉症の場合 

  主たる施設 03：盲の場合 

3：当該施設が主たる施設 04：ろうあの場合 

  05：肢体不自由の場合 

72： 医療型障害児入所支援 
1：医療型障害児入所施設 

              ○ ○         ○ ○       ○  ○   ○ ○ ○     ○      ○ ○ 
2：指定発達支援医療機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ ７５－３ － 

 

【異動年月日の年月が平成 30 年 4 月～令和 1 年 9 月の場合】                                               

サービス種類 施設等の区分 障害児施設区分 

関
係
機
関
連
携
加
算
の
有
無 

開
所
時
間
減
算
の
有
無 

児
童
指
導
員
等
配
置
加
算
の
有
無 

保
育
職
員
加
配
加
算
の
有
無 

重
度
障
害
児
支
援
加
算
（
強
度
行
動
障
害
）
の
有
無 

相
談
支
援
特
定
事
業
所
加
算
の
有
無 

訪
問
支
援
員
特
別
加
算
の
有
無 

指
定
管
理
者
制
度
適
用
区
分 

送
迎
加
算
（
重
度
）
の
有
無 

共
生
型
サ
ー
ビ
ス
対
象
区
分 

看
護
職
員
加
配
加
算
の
有
無 

看
護
職
員
加
配
加
算
（
重
度
）
の
有
無 

障
害
児
状
態
等
区
分 

未
就
学
児
等
支
援
区
分 

児
童
指
導
員
等
加
配
加
算
の
有
無 

児
童
指
導
員
等
加
配
加
算
（
Ⅱ
）
の
有
無 

自
己
評
価
結
果
等
未
公
表
減
算
の
有
無 

行
動
障
害
支
援
体
制
加
算
の
有
無 

要
医
療
児
者
支
援
体
制
加
算
の
有
無 

精
神
障
害
者
支
援
体
制
加
算
の
有
無 

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
相
談
強
化
加
算
の
有
無 

地
域
体
制
強
化
共
同
支
援
加
算
の
有
無 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
欠
如
減
算
の
有
無 

地
域
生
活
支
援
拠
点
等
区
分 

55： 障害児相談支援               ○                       ○ ○ ○      ○ 

61： 児童発達支援 
1：児童発達支援センター 01：重症心身障害以外の場合 

  ○ ○         ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○           ○ ○ 
2：児童発達支援センター以外 02：重症心身障害の場合 

62： 医療型児童発達支援 
1：医療型児童発達支援センター 

    ○   ○       ○ ○                            ○ 
2：指定発達支援医療機関 

63： 放課後等デイサービス   
01：重症心身障害以外の場合 

  ○ ○         ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○           ○ ○ 
02：重症心身障害の場合 

64： 保育所等訪問支援                 ○ ○                             ○ ○ 

65： 
居宅訪問型児童発達支

援 
                ○ ○                             ○ ○ 

71： 障害児入所支援 

1：当該施設が単独施設 01：知的障害の場合 

        ○     ○             ○                ○ 

2：当該施設に併設する施設が 02：自閉症の場合 

  主たる施設 03：盲の場合 

3：当該施設が主たる施設 04：ろうあの場合 

  05：肢体不自由の場合 

72： 医療型障害児入所支援 
1：医療型障害児入所施設 

        ○ ○     ○                              ○ 
2：指定発達支援医療機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－ ７９－１ － 

項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須入力 

（※１） 
備考 

４３ 介護保険給付対象者有無 コード値 1 設定しない   

４４ 重度包括支援対象者有無 コード値 1 設定しない   

４５ 

食
事
提
供
加
算
情
報 

食事提供加算対象者

区分 
コード値 1 

食事提供加算対象者有無を設定
する 

◎ 

1:対象外 

2:加算(Ⅰ)対象 

3:加算(Ⅱ)対象 

４６ 

食事提供加算 

適用有効期間 

（開始年月日） 

コード値 8 
食事提供加算有効期間の開始年
月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）
を設定する 

○ ※Ｙ 

４７ 

食事提供加算 

適用有効期間 

（終了年月日） 

コード値 8 
食事提供加算有効期間の終了年
月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）
を設定する 

○ ※Ｙ 

４８ 無償化対象区分 コード値 1 
就学前障害児の発達支援無償化
対象の場合に設定する 

◎ 
1:対象外  

2:対象 

※１：必須入力 ◎：必須、○：パターン毎に必須、△：任意設定、空白：不要 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 都道府県編 Ⅱ．障害児支援 １．２ インタフェース一覧」参照。 

※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 

 

 

 



 

－ ８９－５ － 

項番 項目 

属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ数 内容 

必須入力 

（※１） 

備考 

９８ 
児童発達支援管理責任者

欠如減算の有無 
コード値 1 

児童発達支援管理責任者欠如

減算の有無をコードで設定 
◎ 

1:無し 

2:有り 

※３、※２０ 

９９ 
児童発達支援管理責任者

欠如減算適用開始年月日 
コード値 8 

児童発達支援管理責任者欠如

減算適用開始年月日（西暦年

月日（YYYYMMDD））を設定 

○ 

※３、※６ 

※２０、※２７ 

※Ｙ 

１００ 地域生活支援拠点等区分 コード値 1 
地域生活支援拠点等区分をコ

ードで設定 
◎ 

1:非該当 

2:該当 

※３、※２０ 

１０１ 
福祉・介護職員等特定処

遇改善加算の有無 
コード値 1 

福祉・介護職員等特定処遇改

善加算の有無をコードで設定 
◎ 

1:無し 

2:有り 

※３、※２９ 

１０２ 
福祉・介護職員等特定処

遇改善加算区分 
コード値 1 

福祉・介護職員等特定処遇改

善加算区分をコードで設定 
○ 

1:Ⅰ 

2:Ⅱ 

※３、※６ 

※２９、※３０ 

１０３ 事業変更年月日 コード値 8 
事業変更年月日（西暦年月日

(YYYYMMDD)）を設定する 
△ 

※Ｙ 

※２９ 

※１：必須入力 ◎：必須、○：パターン毎に必須、△：任意設定、空白：不要 

※２：指定年月日を設定する。 

※３：サービス種類等により体制の無い加算については“0”または“NULL”を設定する。 それ以外の値が

設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※４：異動年月日の年月が平成 21 年 3 月以前の場合、“0”または“NULL”を設定する。 それ以外の値が

設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※５：異動年月日の年月が平成 21 年 9 月以前の場合、“0”または“NULL”を設定する。 それ以外の値が

設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※６：対応する項目が「2:有り」、または「2:該当」の場合にのみ設定する。 



 

－ ８９－８ － 

※２５：居宅訪問型児童発達支援について、異動年月日の年月が平成30年3月以前の場合、“0”、または

“NULL”を設定する。それ以外の値が設定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※２６：児童発達支援及び放課後等デイサービスの場合、「1:無し」、「2:専門職員」、「3:児童指導員等」、ま

たは「4:その他従業者」を設定する。また、「児童指導員等加配加算（Ⅰ）の有無」と読み替えて使

用する。 

障害児入所支援の場合、「1:無し」、「2:専門職員」、または「3:児童指導員等」を設定する。 

※２７：適用開始年月日には、平成30年4月1日（20180401）以降の値を設定する。 

※２８：基準該当事業所の場合、「1:非該当」を設定する。 

※２９：異動年月日の年月が令和1年9月以前の場合、“0”または“NULL”を設定する。それ以外の値が設

定された場合はエラーとし台帳への登録は行わない。 

※３０：保育所等訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援の場合、設定しない。 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 都道府県編 Ⅱ．障害児支援 １．２ インタフェース一覧」参照。 

※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 



 

－ ９３－１ － 

 

項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 備考 

４３ 介護保険給付対象者有無 コード値 1 設定しない  

４４ 重度包括支援対象者有無 コード値 1 設定しない  

４５ 

食
事
提
供
加
算
情
報 

食事提供加算対象者
区分 

コード値 1 食事提供加算対象者有無を設定する 

1:対象外 
2:加算(Ⅰ)対象 

3:加算(Ⅱ)対象 

４６ 

食事提供加算 
適用有効期間 
（開始年月日） 

コード値 8 
食事提供加算有効期間の開始年月日（西暦
年月日(YYYYMMDD)）を設定する 

※Ｙ 

４７ 

食事提供加算 
適用有効期間 
（終了年月日） 

コード値 8 
食事提供加算有効期間の終了年月日（西暦
年月日(YYYYMMDD)）を設定する 

※Ｙ 

４８ 無償化対象区分 コード値 1 
就学前障害児の発達支援無償化対象の場合
に設定する 

1:対象外  

2:対象 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 都道府県編 Ⅱ．障害児支援 １．２ インタフェース一覧」参照。 

※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 

 



 

－ １０３－４ － 

項番 項目 

属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ数 内容 備考 

９２ 
行動障害支援体制加算の

有無 
コード値 1 

行動障害支援体制加算の有無をコード

で設定 

1:無し 

2:有り 

９３ 
要医療児者支援体制加算

の有無 
コード値 1 

要医療児者支援体制加算の有無をコー

ドで設定 

1:無し 

2:有り 

９４ 
精神障害者支援体制加算

の有無 
コード値 1 

精神障害者支援体制加算の有無をコー

ドで設定 

1:無し 

2:有り 

９５ 
地域生活支援拠点等相談

強化加算の有無 
コード値 1 

地域生活支援拠点等相談強化加算の有

無をコードで設定 

1:無し 

2:有り 

９６ 
地域体制強化共同支援加

算の有無 
コード値 1 

地域体制強化共同支援加算の有無をコ

ードで設定 

1:無し 

2:有り 

９７ 
職員欠如による減算適用

開始年月日 
コード値 8 

職員欠如による減算適用開始年月日

（西暦年月日（YYYYMMDD））を設定 
※Ｙ 

９８ 
児童発達支援管理責任者

欠如減算の有無 
コード値 1 

児童発達支援管理責任者欠如減算の有

無をコードで設定 

1:無し 

2:有り 

９９ 
児童発達支援管理責任者

欠如減算適用開始年月日 
コード値 8 

児童発達支援管理責任者欠如減算適用

開始年月日（西暦年月日（YYYYMMDD））

を設定 

※Ｙ 

１００ 地域生活支援拠点等区分 コード値 1 
地域生活支援拠点等区分をコードで設

定 

1:非該当 

2:該当 

１０１ 
福祉・介護職員等特定処遇

改善加算の有無 
コード値 1 

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の

有無をコードで設定 

1:無し 

2:有り 

１０２ 
福祉・介護職員等特定処遇

改善加算区分 
コード値 1 

福祉・介護職員等特定処遇改善加算区

分をコードで設定 

1:Ⅰ 

2:Ⅱ 

１０３ 事業変更年月日 コード値 8 
事 業 変 更 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

※１：「福祉・介護職員処遇改善加算キャリアパス区分」には以下の内容がコードで設定される。 

異動年月日の年月が平成 22 年 10 月以降、平成 24 年 3 月以前の場合 

1:減算なし 

2:20％減算（キャリアパス要件、定量的要件） 

3:10％減算（キャリアパス要件） 

4:10％減算（定量的要件） 

異動年月日の年月が平成 24 年 4 月以降、平成 27 年 3 月以前の場合 

1:Ⅰ 

2:Ⅲ（キャリアパス要件、定量的要件） 

3:Ⅱ（キャリアパス要件） 



 

－ １０７－１ － 

項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 備考 

４３ 介護保険給付対象者有無 コード値 1 設定しない  

４４ 重度包括支援対象者有無 コード値 1 設定しない  

４５ 

食
事
提
供
加
算
情
報 

食事提供加算対象者
区分 

コード値 1 食事提供加算対象者有無を設定する 
1:対象外 
2:加算(Ⅰ)対象 
3:加算(Ⅱ)対象 

４６ 

食事提供加算 
適用有効期間 
（開始年月日） 

コード値 8 
食事提供加算有効期間の開始年月日（西暦
年月日(YYYYMMDD)）を設定する 

※Ｙ 

４７ 

食事提供加算 
適用有効期間 
（終了年月日） 

コード値 8 
食事提供加算有効期間の終了年月日（西暦
年月日(YYYYMMDD)）を設定する 

※Ｙ 

４８ 無償化対象区分 コード値 1 
就学前障害児の発達支援無償化対象の場
合に設定する 

1:対象外  

2:対象 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 都道府県編 Ⅱ．障害児支援 １．２ インタフェース一覧」参照。 

※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 

 



 

－ １１７－４ － 

項番 項目 

属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ数 内容 備考 

９２ 
行動障害支援体制加算の

有無 
コード値 1 

行動障害支援体制加算の有無をコード

で設定 

1:無し 

2:有り 

９３ 
要医療児者支援体制加算

の有無 
コード値 1 

要医療児者支援体制加算の有無をコー

ドで設定 

1:無し 

2:有り 

９４ 
精神障害者支援体制加算

の有無 
コード値 1 

精神障害者支援体制加算の有無をコー

ドで設定 

1:無し 

2:有り 

９５ 
地域生活支援拠点等相談

強化加算の有無 
コード値 1 

地域生活支援拠点等相談強化加算の有

無をコードで設定 

1:無し 

2:有り 

９６ 
地域体制強化共同支援加

算の有無 
コード値 1 

地域体制強化共同支援加算の有無をコ

ードで設定 

1:無し 

2:有り 

９７ 
職員欠如による減算適用

開始年月日 
コード値 8 

職員欠如による減算適用開始年月日

（西暦年月日（YYYYMMDD））を設定 
※Ｙ 

９８ 
児童発達支援管理責任者

欠如減算の有無 
コード値 1 

児童発達支援管理責任者欠如減算の有

無をコードで設定 

1:無し 

2:有り 

９９ 
児童発達支援管理責任者

欠如減算適用開始年月日 
コード値 8 

児童発達支援管理責任者欠如減算適用

開始年月日（西暦年月日（YYYYMMDD））

を設定 

※Ｙ 

１００ 地域生活支援拠点等区分 コード値 1 
地域生活支援拠点等区分をコードで設

定 

1:非該当 

2:該当 

１０１ 
福祉・介護職員等特定処

遇改善加算の有無 
コード値 1 

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の

有無をコードで設定 

1:無し 

2:有り 

１０２ 
福祉・介護職員等特定処

遇改善加算区分 
コード値 1 

福祉・介護職員等特定処遇改善加算区

分をコードで設定 

1:Ⅰ 

2:Ⅱ 

１０３ 事業変更年月日 コード値 8 
事 業 変 更 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 
※Ｙ 

 



 

－ １２１－１ － 

項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須入力 

（※１） 
備考 

４４ 介護保険給付対象者有無 コード値 1 設定しない   

４５ 重度包括支援対象者有無 コード値 1 設定しない   

４６ 

食
事
提
供
加
算
情
報 

食事提供加算対象者
区分 

コード値 1 
食事提供加算対象者有無を設定す
る 

◎ 
1:対象外 
2:加算(Ⅰ)対象 
3:加算(Ⅱ)対象 

４７ 

食事提供加算 
適用有効期間 
（開始年月日） 

コード値 8 
食事提供加算有効期間の開始年
月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を
設定する 

○ ※Ｙ 

４８ 

食事提供加算 
適用有効期間 
（終了年月日） 

コード値 8 
食事提供加算有効期間の終了年
月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を
設定する 

○ ※Ｙ 

４９ 無償化対象区分 コード値 1 
就学前障害児の発達支援無償化
対象の場合に設定する 

◎ 
1:対象外  

2:対象 

※１：必須入力 ◎：必須、○：パターン毎に必須、△：任意設定、空白：不要 

※２：突合の対象となる情報は突合条件によりそれぞれ以下のように作成する。 

  （１）突合区分が「1:突合開始終了内の最新情報」の場合 

    設定する「突合開始年月」から「突合終了年月」に該当する異動年月日を持つ受給者の情報を作成

する。同一受給者の情報で複数の履歴が存在する場合は、該当する異動年月日の情報の内、最も

新しい情報について作成する。 

 

    「突合開始年月」：2008/04、「突合終了年月」：2008/09 とした場合の例 

受給者情報 

突合開始年月                    突合終了年月 

  2008/04                        2008/09 

  ◆                        ◆ 

作成対象 

受給者Ａ 
    異動年月日 

      ▲(5/1) 
○ 

受給者Ｂ 

新規 
           異動年月日 

             ▲(6/1) 
× 

変更 
                  異動年月日 

                    ▲(8/1) 
○ 

受給者Ｃ 
                               異動年月日 

                                 ▲(11/1) 
× 

 

 



 

－ １２７－１ － 

 

項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 備考 

４３ 介護保険給付対象者有無 コード値 1 設定しない  

４４ 重度包括支援対象者有無 コード値 1 設定しない  

４５ 

食
事
提
供
加
算
情
報 

食事提供加算対象者
区分 

コード値 1 食事提供加算対象者有無を設定する 
1:対象外 
2:加算(Ⅰ)対象 
3:加算(Ⅱ)対象 

４６ 

食事提供加算 
適用有効期間 
（開始年月日） 

コード値 8 
食事提供加算有効期間の開始年月日（西暦
年月日(YYYYMMDD)）を設定する 

※Ｙ 

４７ 

食事提供加算 
適用有効期間 
（終了年月日） 

コード値 8 
食事提供加算有効期間の終了年月日（西暦
年月日(YYYYMMDD)）を設定する 

※Ｙ 

４８ 無償化対象区分 コード値 1 
就学前障害児の発達支援無償化対象の場合
に設定する 

1:対象外  

2:対象 

※１：障害児支援受給者情報突合結果情報は都道府県等が保有する受給者情報と国保連合会が保有す

る受給者情報が以下に示すような状態にあるとき、その結果を返却する。 

 

  ①都道府県等提出データに存在し、国保連合会の受給者台帳に存在しない場合は、当該都道府県等

提出データを返却する。 

  ②国保連合会の受給者台帳に存在し、都道府県等提出データに存在しない場合は、国保連合会の受

給者台帳データを返却する。 

  ③存在するが、内容が一致しない場合は、都道府県等提出データと国保連合会の受給者台帳データ

の両方を返却する。 

 

   なお、上記①～③の「突合結果区分」と「突合情報区分」の組み合わせは以下の通り。 

ケース 突合結果区分 突合情報区分 

① 1:都道府県等情報のみ存在 1:都道府県等保有受給者情報 

② 2:国保連情報のみ存在 2:国保連保有受給者情報 

③ 
3:内容不一致 1:都道府県等保有受給者情報 

3:内容不一致 2:国保連保有受給者情報 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 都道府県編 Ⅱ．障害児支援 １．２ インタフェース一覧」参照。 
※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 
※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 
※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 
 
 



－ １４６ － 

 
・各交換情報識別番号とレコード構成、入力識別番号の対応は、以下の通りである。 

項番 レコード名称 

交換情報識別番号 

障害児支援 

B731 

１ 基本情報レコード ◎：K121、K122 

２ 日数情報レコード ◎：K121、K122 

３ 明細情報レコード ◎：K121、K122 

４ 集計情報レコード ◎：K121、K122 

５ 
一次審査済サービス提供実績記録票情報 

基本情報レコード 
◎：K611 

６ 
一次審査済サービス提供実績記録票情報 

明細情報レコード 
◎：K611 

７ 
一次審査済利用者負担上限額管理結果票情報 

基本情報レコード 
○：K411、○K421 

８ 
一次審査済利用者負担上限額管理結果票情報 

明細情報レコード 
○：K411、○K421 

凡例：◎…必須レコード､○…実績内容により必要となるレコード､空白…不要なレコード 

  

・また、入力識別番号の内容は以下の通りである。 
＜ 入力識別番号一覧 ＞ 

項番 
入力識別 

番号 
情報名 

１ K121 
障害児施設給付費明細書情報 

※サービス提供年月が平成 24年 3月まで使用 

２ K122 
障害児通所給付費・入所給付費等明細書情報 

※サービス提供年月が平成 24年 4月以降使用 

３ K611 サービス提供実績記録票情報 

４ K411 利用者負担上限額管理結果票情報 

５ K421 
利用者負担上限額管理結果票情報（複数児童） 

※サービス提供年月が令和●年●月以降使用   



－ １４７ － 

 
① 基本情報レコード 

項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

出力 

対象 

項目 

（※１） 

備考 

１ 交換情報識別番号 英数 4 当情報の内容を識別するための番号 ◎ ※B 

２ 入力識別番号 英数 4 
入力元の交換情報識別番号を設定す

る 
◎ ※２ 

３ レコード種別コード コード値 2 01を設定する（基本情報レコード） ◎  

４ 
給付実績情報作成区分 

コード 
コード値 1 給付実績情報の作成区分を出力  

1:新規 

2:修正 

3:取消 

５ 給付実績区分コード コード値 1 給付実績の区分コードを設定する  
1:現物 

2:償還 

６ 整理番号 コード値 10 整理番号を設定する   

７ サービス提供年月 コード値 6 
サービスを提供した年月（西暦年月

YYYYMMを設定する） 
◎ ※Ｙ 

８ 都道府県等番号 コード値 6 
受給者証に記載された都道府県等番

号（ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ 1桁含む） 
◎ ※Ｃ 

９ 事業所番号 英数 10 サービスを提供した事業所番号 ◎ ※Ｃ 

１０ 受給者証番号 英数 10 
受給者証に記載されている受給者証

番号 
◎ ※Ｃ 

１１ 助成自治体番号 コード値 6 
助成自治体がある場合、都道府県等

番号を設定する 
○ ※Ｃ 

１２ 給付決定保護者氏名カナ 英数 25 給付決定保護者カナ氏名 △  

１３ 
給付決定に係る障害児 

氏名カナ 
英数 25 給付決定に係る障害児カナ氏名 △  

１４ 地域区分コード コード値 2 地域区分コードを設定する ◎ ※Ｃ 

１５ 
就労継続支援 A 型事業者

負担減免措置実施 
コード値 1 設定しない   

１６ 利用者負担上限月額① 数値 6 
所得区分に応じた利用者負担上限月

額を設定する 
◎ ※７ 



－ １４９ － 

項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

出力 

対象 

項目 

（※１） 

備考 

３６ 
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等 

給
付
費 

算定日額 数値 4 算定する日額を設定する ○  

３７ 日数 数値 2 算定する日数を設定する ○  

３８ 給付費請求額 数値 5 
特定入所障害児食費等給付費の請求

額を設定する 
○  

３９ 実費算定額 数値 6 
利用者が負担する実費の額を設定す

る 
○  

４０ 受付年月 コード値 6 
請求受付年月（西暦年月 YYYYMM）を

設定 
◎ ※Y 

４１ 一次審査結果 コード値 1 一次審査結果を設定する ◎ 

1:正常 

2:警告 

3:返戻  

4:過誤 

5:過誤の取下 

6:警告（重度） 

※１：出力対象項目 ◎：出力対象項目、○：請求内容により出力対象となる項目 

              △：事業所の設定状況により出力対象となる項目、空白：出力対象外項目 

※２：「インタフェース仕様書 都道府県編 Ⅱ．障害児支援 ２．３．１（３）入力識別番号一覧」参照。 

※３： “1” ： 管理事業所で利用者負担額を充当したため、他事業所の利用者負担は発生しない。 

    “2” ： 利用者負担額の合計額が、負担上限月額以下のため、調整事務は行わない。 

    “3” ： 利用者負担額の合計額が、負担上限月額を超過するため、下記のとおり調整した。 

※４：利用者負担上限額管理を行った場合のみ設定する。利用者負担上限額管理が必要ない場合（例え

ば、利用者負担上限月額が 0円の場合）は設定しない。 

※５：サービス提供年月が平成 25年 4月以降は、設定しない。 

※６：受付年月が平成 25年 12月以降は、設定しない。 

※７：当該給付決定に係る障害児が児童福祉法施行令（昭和 23 年政令第 74 号）第 27 条の 2 第 3 号に

定める無償化対象入所児童である場合であっても、当該給付決定に係る障害児が無償化対象期間

外であるものとして算定した利用者負担上限月額を設定する。 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 都道府県編 Ⅱ．障害児支援 ２．２ インタフェース一覧」参照。 

※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 



 

－ １５３－４ －  

 

※４：自治体助成分請求額設定ルール 

自治体助成分請求額の計算方法としては、国制度（利用者負担調整など）を適用した後の決定利用者

負担額に対してサービス種類ごとに定率を助成する方式とする。 
自治体助成分請求額＝決定利用者負担額×都道府県等助成率（小数点以下切捨） 

例）施設（入所）と施設（通所）のサービス提供を受ける利用者で、施設（通所）の利用者負担額のうち半

分を都道府県等が助成する場合 

 施設（入所） 施設（通所） 

決定利用者負担額 7,500 4,800 

自治体助成分請求額  2,400 

                                              ↓ 

                      実際の利用者負担額は、7,500＋4,800-2,400＝9,900 となる。 

※５：集計欄分類番号＝1のレコードのみに設定が必要である。 

※６：【サービス提供年月が令和 1年 10月以降の場合】 

（１）就学前障害児の発達支援無償化対象である場合 

「0」を設定する。 

（２）就学前障害児の発達支援無償化対象でない場合 

法第二十四条の五に基づき、「１割相当額」よりも低い額を都道府県等が設定した場合は、「都道府

県等が定める額」を設定する。 

【サービス提供年月が平成 24年 4月以降、令和 1年 9月以前の場合】 

法第二十四条の五に基づき、「１割相当額」よりも低い額を都道府県等が設定した場合は、「都道府県

等が定める額」を設定する。 

※７：利用者負担上限額管理を行った場合のみ設定する。利用者負担上限額管理が必要ない場合（例えば、

利用者負担上限月額が 0円の場合）は設定しない。 

※８：サービス提供年月が平成 25年 4月以降は、設定しない。 

※９：受付年月が平成 25年 12月以降は、設定しない。 

※１０：受付年月が平成 25年 12月以降使用しない。 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 都道府県編 Ⅱ．障害児施設給付 ２．２ インタフェース一覧」参照。 

※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 

 

 

4,800(円) × 50(%) 



－ １８８ －  

  （４）お知らせ等の提供 

      世帯員に障害福祉サービスと障害児入所支援を受給している者がいる場合、高額のお知らせ

等（詳細は「１．２ インタフェース一覧」を参照）は、市町村にまとめて提供する（この世帯の場合、

市町村で高額障害福祉サービス等給付費と高額障害児入所給付費の申請受付を行うため）。 

      なお、障害児入所給付費のみを受給している世帯は、都道府県に提供する。 

  （５）世帯集約番号が合わない場合 

      市町村と都道府県が提出する「世帯集約番号」が一致しない場合は、高額計算の世帯合算を正

しく行うことができない。 

※ ４：世帯集約番号が同一の受給者について世帯合算処理を行う場合に 「1」 を設定。 

世帯集約番号が同一で、かつ、特例世帯有無の値が同一の受給者について世帯合算処理を行う

場合に 「2」 ～ 「8」 を設定。 

世帯集約番号が同一で、かつ、特例世帯有無の値が 「1」 の受給者について世帯合算処理を行う

場合に 「9」 を設定。 

※ ５：支給申請書出力の有無等の設定について。 

  お知らせ等を国保連合会より出力するには、高額自動償還機能の使用有無を国保連合会に申し出 

  る必要がある。 

 受給者ごとに支給申請書出力の有無を設定した場合の出力内容は以下の通り。 

 上記「お知らせ等」は以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「支給申請書出力の有無」は、都道府県等から提出される高額障害児給付費世帯等異動連絡票情

報の項目であり、受給者ごとに設定する。 

 

なお、過誤等により再度高額計算を実施し、既に支給された金額より低くなり今回の支給額がマイナ

スとなる場合は、国保連合会にマイナス支給額の出力要否（高額支給額調整機能の使用有無）を申

し出ることができる。その場合の出力内容は次頁の通り。 

支給申請書出力

の有無 

国保連合会への申し出内容（高額自動償還機能の使用有無） 

自動償還機能を使用しない 自動償還機能を使用する 

1:出力無し お知らせ等は全て出力しない 支給申請書以外のお知らせ等を出力する 

2:一覧のみ 給付対象者一覧表のみ出力する 給付対象者一覧表のみ出力する 

3:出力有り お知らせ等は全て出力する お知らせ等は全て出力する 

【帳票（PDF）】 

・高額障害児給付費給付対象者一覧表 

・高額障害児給付費給付のお知らせ 

・高額障害児給付費支給申請書 

・外字空白印字リスト（高額障害児給付費給付対象者） 

【データ（CSV）】 

・高額障害児給付費給付のお知らせ情報 



－ １８９ －  

＜支給申請書等へのマイナス支給額の出力要否＞ 

出力帳票等 

国保連合会への申し出内容 

高額支給額調整 

機能を使用しない 

高額支給額調整 

機能を使用する 

高額障害福祉サービス費給付のお知らせ情報 

高額障害児給付費給付のお知らせ情報 
× ○ 

高額障害福祉サービス費給付対象者一覧表 

高額障害児給付費給付対象者一覧表 
× ○ 

高額障害福祉サービス費給付のお知らせ 

高額障害児給付費給付のお知らせ 
× ○ 

高額障害福祉サービス費支給申請書 

高額障害児給付費支給申請書 
× × 

外字空白印字リスト（高額障害福祉サービス費給付対象者） 
外字空白印字リスト（高額障害児給付費給付対象者） 

× ○ 

     凡例：○・・・支給申請書出力の有無が「1:出力無し」以外の場合はマイナス支給額を出力する 

×・・・マイナス支給額を出力しない 

＜支給（不支給）決定通知書等へのマイナス支給額の出力要否＞ 

出力帳票等 

国保連合会への申し出内容 

高額支給額調整 

機能を使用しない 

高額支給額調整 

機能を使用する 

高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書情報 

高額障害児給付費支給(不支給)決定通知書情報 
× 

○ 

（※１） 

高額障害福祉サービス費振込依頼書情報 

高額障害児給付費振込依頼書情報 
× × 

高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定者一覧表 

高額障害児給付費支給(不支給)決定者一覧表 
× 

○ 

（※１） 

高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書 

高額障害児給付費支給(不支給)決定通知書 
× 

○ 

（※１） 

外字空白印字リスト（高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定者） 
外字空白印字リスト（高額障害児給付費支給(不支給)決定者） 

× 
○ 

（※１） 

高額障害福祉サービス費振込依頼書 

高額障害児給付費振込依頼書 
× × 

振込データ情報（高額障害福祉サービス等給付費） 
振込データ情報（高額障害児給付費） 

× × 

障害福祉サービス費等払込請求書 
障害児給付費等払込請求書 × × 

振込者一覧表（高額障害福祉サービス等給付費） 
振込者一覧表（高額障害児給付費） × × 

     凡例：○・・・マイナス支給額を出力する、×・・・マイナス支給額を出力しない   ※１：振込先は印字しない。 

＜支給申請書等・支給（不支給）決定通知書等の提供について＞ 

世帯員に障害福祉サービスと障害児入所給付を受給しているものがいる場合、高額の支給申請

書等・支給（不支給）決定通知書等は、市町村にまとめて提供する（この世帯の場合、市町村で高額

障害福祉サービス等給付費と高額障害児入所給付費の申請受付を行うため）。 

  なお、障害児入所給付のみを受給している世帯は、都道府県等に提供する。 

 

※６：任意のコードを設定する。都道府県毎に予めコード体系を決めて登録し、そのコード順に 

帳票が出力される。 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 都道府県編 Ⅲ．市町村事務共同処理 １．２ インタフェース一覧」参照。 

※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 



－ ２４６ －  

項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須 

入力 

（※１） 

備考 

１６ 再計算依頼区分 コード値 1 
国保連合会に再計算を依頼するかどうか

の区分コードを設定する 
◎ 

1:依頼なし 

2:再計算依頼 

※ １：必須入力 ◎：必須、○：請求内容により必須、△：任意設定、空白：不要 

※２：支給区分コードが“1”の場合、必須。 

※３：支給区分コードが“2”の場合、必須。 

※ ４：支給区分コードが“1”の場合に設定する。ただし、国保連合会に高額自動償還機能を「使用する」と 

申し出ている場合（詳細は「インタフェース仕様書 都道府県編 Ⅲ．市町村共同処理 １．３．１（１）

※５支給申請書出力の有無等の設定について」参照。）で、既に高額障害児給付費給付判定結果

情報にて口座情報を提出していれば、省略可能。 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 都道府県編 Ⅲ．市町村事務共同処理 ２．２ インタフェース一覧」参照。 

※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。  



－ ２７５ －  

項

番 
項目名 

属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須 

入力 

（※１） 

備考 

１６ 利用者負担上限月額① 数値 6 
所得区分に応じた利用者負担上限月額を設定

する 
◎ ※６ 

１７ 
就労継続支援Ａ型減免 

対象者 
コード値 1 設定しない   

１８ 障害支援区分コード 英数 2 設定しない   

１９ 上
限
額
管
理
事
業
所 

指定事業所番号 英数 10 上限額管理事業所の事業所番号を設定する ○ ※Ｃ 

２０ 管理結果 コード値 1 上限額管理結果票の管理結果を設定する ○ ※４ 

２１ 管理結果額 数値 5 上限額管理結果票の管理結果額を設定する ○  

２２ 
日
中
支
援
加
算
欄 

指定事業所番号 英数 10 設定しない   

２３ 
当該事業所への

通所日数 
数値 2 設定しない   

２４ 

請
求
額
集
計
欄 

合
計 

給付単位数 数値 9 サービス種類コードごとの単位数を設定する ◎  

２５ 総費用額 数値 10 サービスの総費用額を設定する ◎  

２６ 

上限月額調整

（①②の内少な

い数） 

数値 6 
上限月額調整（①②の内少ない数）の合計を設

定する 
◎  

２７ Ａ

型

減

免 

事業者 

減免額 
数値 6 設定しない   

２８ 
減免後利用

者負担額 
数値 6 設定しない   

２９ 
調整後利用者 

負担額 
数値 6 調整後利用者負担額を設定する ○  

３０ 
上限額管理後 

利用者負担額 
数値 6 上限額管理後利用者負担額 ○  

３１ 
決定利用者 

負担額 
数値 6 

算定した結果の利用者負担額を設定する（自治

体助成分請求額を控除する前の利用者負担額

である） 

◎  

３２ 
請

求

額 

給付費 数値 10 給付費の請求額を設定する ◎  

３３ 
高額障害児

通所給付費 
数値 10 設定しない   



－ ２７６ －  

項

番 
項目名 

属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須 

入力 

（※１） 

備考 

３４ 

請
求
額
集
計
欄 

合
計 

請
求
額 

特別対策費 数値 10 

サービス提供年月が平成 24年 4月以降は、新
体系定着支援に係る請求額を設定 

サービス提供年月が平成 21 年 10 月以降は、
事業運営安定化に係る請求額を設定 

サービス提供年月が平成 21年 9月以前は、特

別対策費である激変緩和加算に係る請求額を

設定 

○ ※５ 

３５ 
自治体助成分請

求額 
数値 6 

利用者負担額のうち自治体が助成する額を設

定する 
○  

３６ 

特
定
入
所
障
害
児 

食
費
等
給
付
費
（
合
計
） 

算定日額 数値 4 算定する日額を設定する ○  

３７ 日数 数値 2 算定する日数を設定する ○  

３８ 給付費請求額 数値 5 
特定入所障害児食費等給付費の請求額を設定

する 
○  

３９ 実費算定額 数値 6 利用者が負担する実費の額を設定する ○  

４０ 受付年月 コード値 6 請求受付年月（西暦年月 YYYYMM）を設定する ◎ ※Y 

４１ 審査結果 コード値 1 審査結果を設定する ○ 

1:正常 

2:警告 

3:返戻 

4:過誤 

5:過誤の

取下 

6: 警 告

（重度） 

※１：必須入力(入力識別番号毎) ◎：必須項目､○：請求内容により必要､△：任意設定､空白：不要 

※２：「インタフェース仕様書 都道府県編 Ⅳ．給付実績交換処理 １．３．１（２）入力識別番号一覧」参照。 

※３：整理番号は、都道府県等内で一意となるように設定する。 

※４： “1” ： 管理事業所で利用者負担額を充当したため、他事業所の利用者負担は発生しない。 

    “2” ： 利用者負担額の合計額が、負担上限月額以下のため、調整事務は行わない。 

    “3” ： 利用者負担額の合計額が、負担上限月額を超過するため、下記のとおり調整した。 

※５：サービス提供年月が平成 25年 4月以降は、設定しない。 

※６：当該給付決定に係る障害児が児童福祉法施行令（昭和 23年政令第 74号）第 27条の 2第 3号に

定める無償化対象入所児童である場合であっても、当該給付決定に係る障害児が無償化対象期間

外であるものとして算定した利用者負担上限月額を設定する。 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 都道府県編 Ⅳ．給付実績交換処理 １．２ インタフェース一覧」参照。 

※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 

 



－ ２８０ －  

項番 項目名 
属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須 

入力 

（※１） 

備考 

２３ 

請
求
額
集
計
欄 

決定利用者負担額 数値 6 

算定した結果の利用者負担額を設定する

（自治体助成分請求額を控除する前の利

用者負担額である） 

◎  

２４ 

請
求
額 

給付費 数値 10 給付費請求額を設定する ◎  

２５ 
高額障害児通所

給付費 
数値 10 設定しない   

２６ 特別対策費 数値 10 

サービス提供年月が平成 24年 4月以降は、新

体系定着支援に係る請求額を設定 

サービス提供年月が平成 21 年 10 月以降は、

事業運営安定化に係る請求額を設定 

サービス提供年月が平成 21年 9月以前は、特

別対策費である激変緩和加算に係る請求額を

設定 

○ ※４ 

２７ 自治体助成分請求額 数値 6 
利用者負担額のうち自治体が助成する額

を設定する 
○  

２８ 
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等 

給
付
費 

算定日額 数値 4 
サービス種類ごとに算定する日額を設定

する 
○  

２９ 日数 数値 2 
サービス種類ごとに算定する日数を設定

する 
○  

３０ 給付費請求額 数値 5 
サービス種類ごとに給付費請求額を設定

する 
○  

３１ 実費算定額 数値 6 
サービス種類ごとに利用者が負担する実

費の額を設定する 
○  

３２ 利
用
日
数
管
理
票 

対象期間（開始） コード値 6 設定しない   

３３ 対象期間（終了） コード値 6 設定しない   

３４ 当月の利用日数 数値 2 設定しない   

３５ 原則日数の総和 数値 3 設定しない   

３６ 受付年月 コード値 6 
請求受付年月（西暦年月 YYYYMM）を設

定する 
◎ ※Y 

３７ 審査結果 コード値 1 審査結果を設定する ○ 

1:正常 

2:警告 

3:返戻 

4:過誤 

5:過誤の

取下 

6:警告（重

度） 

※１：必須入力(入力識別番号毎) ◎：必須項目､○：請求内容により必要､△：任意設定､空白：不要 

※２：「インタフェース仕様書 都道府県編 Ⅳ．給付実績交換処理 １．３．１（２）入力識別番号一覧」参照。 

※３：整理番号は、都道府県等内で一意となるように設定する。 

※４：サービス提供年月が平成 25年 4月以降は、設定しない。 

※５：【サービス提供年月が令和 1年 10月以降の場合】 

（１）就学前障害児の発達支援無償化対象である場合 

「0」を設定する。 

（２）就学前障害児の発達支援無償化対象でない場合 

法第二十四条の五に基づき、「１割相当額」よりも低い額を都道府県等が設定した場合は、「都道府

県等が定める額」を設定する。 



－ ２８１ －  

【サービス提供年月が平成 24年 4月以降、令和 1年 9月以前の場合】 

法第二十四条の五に基づき、「１割相当額」よりも低い額を都道府県等が設定した場合は、「都道府

県等が定める額」を設定する。 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 都道府県編 Ⅳ．給付実績交換処理 １．２ インタフェース一覧」参照。 

※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 

※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 

 

⑤ 高額費支給レコード 
項番 項目名 

属性 

（※Ｚ） 

ﾊﾞｲﾄ 

数 
内容 

必須 

入力 

（※１） 

備考 

１ 交換情報識別番号  英数 4 当情報の内容を識別するための番号 ◎ ※Ｂ 

２ 入力識別番号 英数 4 
入力元の交換情報識別番号を設定す

る 
◎ ※２ 

３ レコード種別コード  コード値 2 06を設定する（高額費支給レコード） ◎  

４ 
給付実績情報作成区分 

コード 
コード値 1 給付実績情報の作成区分を出力 ◎ 

1:新規 

2:修正 

3:取消 

５ 給付実績区分コード コード値 1 給付実績の区分コードを設定する ◎ 
1:現物 

2:償還 

６ サービス提供年月  コード値 6 
サービスを提供した年月（西暦年月

YYYYMMを設定する） 
◎ ※Ｙ 

７ 都道府県等番号  コード値 6 
受給者証に記載された都道府県等番

号（ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ 1桁含む） 
◎ ※Ｃ 

８ 受給者証番号  英数 10 
受給者証に記載されている受給者証

番号 
◎ ※Ｃ 

９ 受付年月日 コード値 8 

受給者からの申請を受け付けた年月

日（西暦年月 YYYYMMDD を設定す

る） 

◎ ※Ｙ 

１０ 決定年月日 コード値 8 
市町村が支給を決定した年月日（西暦

年月日 YYYYMMDDを設定する） 
◎ ※Ｙ 

１１ 利用者負担額 数値 6 受給者が支払った金額を設定する ◎  

１２ 支給額 数値 6 受給者に支払った金額を設定する ◎  

１３ 受付年月 コード値 6 

高額障害児給付費給付判定結果情報

のコントロールレコードの処理対象年

月（西暦年月 YYYYMM）を設定する 

◎ ※Y 

※１：必須入力(入力識別番号毎) ◎：必須項目､○：請求内容により必要､△：任意設定､空白：不要 

※２：「１．３．１（２）入力識別番号一覧」参照。 

※Ｂ：「インタフェース仕様書 都道府県編 Ⅳ．給付実績交換処理 １．２ インタフェース一覧」参照。 

※Ｃ：「インタフェース仕様書 共通編 １．４ コード一覧」参照。 

※Ｙ：「インタフェース仕様書 共通編 １．５ 留意事項」参照。 
※Ｚ：「インタフェース仕様書 共通編 １．３ 表記法」参照。 


